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九 

s

箸

•^
論
書
诗
に
は
ま
だ
マ
タ
ス
霞
論
の
最
為
容
資
料̂
餘

罌

蹵

&

窘
れ
て
居
な
か
っ
た
。カ
ウ

ッ
キ
イ
の
恐 

ぼ

f

や
く
ま
I

っ
た
形
式
で
穿
れ
た
の
は、
f
 

?
バ
！
 
？

の
著
|

恐
慌
史
論」

中
の
i

ス
恐
慌
論 

•
 

I 

r

m

l
に
對
す
る
I

I
文
に
於
て
之
っ
た
忌
I
 

I
 

s

?

f

) 
3
0
 Bd. Nr, 

2. 5
0

0

力
I
 

イ
は
此
論
文
中
でI

過
少
f
 

i
過
剩
f

の
調
和
に
依
ヴ
て
マ̂

ズ
說
1
說
明
せ
を
し
て
.居
る
の
で
|

カ
ウ

ツ
キ
r 

.

H

^

l

l

f
晨

I

に
I

讓
は
此
論
文
の
所
説I

。
之
等
i

f

他
日
の
響
に
開
陳
し
た
い

't e

四
：
有
澤
、
.

森
谷
兩
麻
譯「
資
本
の
蓄
積
並
に
崩
德
.

の
理
論」

九
コ
贺
。

...

‘ 

•
•
へ
口
レ
.

タ
•リ
ア
科
學
研
究
會
譯

7
資
本
蓄
積
芒
恐
慌
の
理
論
し
三
ー
頁0
ぐ

席
房
直
刃
、西氏共譯コフマン監輯：

•マルクス主義經濟學

|

第一卷三九〇

|

註

五

小

瘐

斅

授

、
近
世
社
會
思
想
史
大
毁

I 
ニ
七
三
良
。

：

-

.

本

邦

財

政

の

必

然

的

動

向

ミ

累

進

：
：

:

課

税

の

經

：濟

的

作

用

に

就

て

:
高
’

本

壽

 

一

■

現
在
の
世
界
經
濟
恐
慌
が
、
.從
來Co
.恐
慌
と
異
つ
て
、
す
べ
て
の.生
產
部
門
す
ベ
てQ .

資
本
主
義
國
に
及
ぶ
一
般
性
を
有
し
、
ま
た 

其
深
刻
さ
に
於
て
史
上
其
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
べ
て
の
人
の
認
め
る
所
と
な
つ
て
居
る
。
恐
慌
下
に
あ
る
國
民
經
濟
槳 

情
は
必
然
其
國
の
財
政
に
影
響
を
現
は
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
國
際
聯
盟
刊
行
の
調
茶
報
吿
は

'
，一
九
三f

年
八
月
ま
で
の
事
情
'に
つ
い 

V
「

繼
續
的
不
況
は
本
苹
に
•
於
て
財
政
事
情
に
漸
く
典
金
幅
の
影
響
を
現
は
し
始
め

.た
。
租
稅
收
入
は
乳
る
處
に
於
て
減
退
し
、
豫
鮮 

.均
衝
の
諸
困
難
は
著
し
いb
.

1

.の
結
艰
と
し
て
政
府

S

業
の
經
費
節
減
を
行
ふ.が
實
質
的
投
务
額
を
減
少
せ
し
め
る
傾
向
が
あ
る
。
之 

等
財
政
上
の
困
難
は
財
政
的
蕋
礎
の

離
；！

な
る
若
于
の
國
々
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
或
偾
攒
國
に
於
て
す
ら
現
は
.れ
て
居
る
。
世
界
の 

.金
融
安
定
の
信
賴
を
減
退
せ
し
む
る
に
貢
献
し
て.居
る
要
因
の
—*
と
し
て
1
此
琪
は
多
大
の
蜇
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る

」

と
記
し
て 

:
本
邦
財
政
の
必
然
的
動
向
ミ
粜
進
課
税
の
經
濟
的
作
用
に
"就
て
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--r̂-ŷrlrr̂yrrrrr̂r̂rrT̂
i

ぱ

.

.
-
=
■-
-

-.-.̂.̂
w
.
^

本
§

:

翁

做
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酈
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累
迆
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税
め
經
濟
^

；

用
に
.

弧
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九
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置
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難

l
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九

琴
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.
ず

べ

：
てf

の

藍

に

.於

で

大
I

收

入

寒

足

：

(

1

)

1

 

ル
ガ

1

0;
-如
S
雜

i:
:

'

f

「

赤

寒

腺
l

i

s

に
|

主
_

_

办

議

S

少

2

る
。
I

め

に

所
I

I

產
 

税
に
，i

s

が

減

少
U
て

磨
■る

。
熊n

に
消
■

減

■

あ
る
。
ぶ

.笔

め

に

浒

る

收

入

が

減

舍

第

三

..に

外

纖

響

I

l

f

果

、
f

を

卵
—

f

霧

_
證

減

#

零

1

る

。

露

の
.懈

に

は「

I

し

#

養

本

窗

f
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翁
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若
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國
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l

f
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I

f

f

 
違

f

越

#
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,
.
し

 

.

■

:

國

際

聯

盟
の
資
料
に
基
い
でo

o
n
d
l
i
f
f
e

敎
授
の
作
成
し
た
る
報
告
書(world Economic Survey 

1931-32. (
1
S
2
)

に
も
、 

現

'

N ，

の
氣
濟
•恐
慌
と
財
■政
と
の
關
聯
を
記
し
て
日
く
、「
經
濟
事
情
不
況
の
第
一
の
影
響
は
政
府
の
經
費
增
加
、
殊

に

社

會

囊

露
加
 

の
必
要
に
現
は
れ
て
居
る
。

し
か
し
物
價
の
下
落
、
取

引

の

減

退

は

忽

ち

に

租

稅

收

入

を

證

せ

し

め

る

が

、

一

方

に

冪

額

を

以

て 

契
約
に
ょ
つ
て
確
定
し
て

S

公
■

共
他
の
形
態
の

f

は
依
然
と
し
て
從
前
の
水
準
に
あ
る
。
所
得
課
税
は
全
體
と

し

て

、

S

が
低
減
し
所
得
が
減
ず
る
岳
て
減
少
す
る。g

鬆

囊

收

入

鋳

I

收
縮
し
失
I

增
加
す
I

つ
れ
て
低
減
し
、
收
入
の„

 

面
的
減
退
I

じ

て

修
-
收

為

の

齡

銎
g

f

5

%

f
經
f

約
或
は
I

借
入
か
に
ょ
？

鍵

せ
.ね
ば
な
ら

f

o
 

經
濟
的
ィ
齒
に
充
雲
る
新
我
額
を
調
達
す
る.に
は
庫
に
公
共
的
精
神
を
必
要
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
租
稅
制
度
に

或
伸
縮
性
を
必 

要
と
す
る
が
、
i

f

伸
縮
迄
齔
に
f

i
し
た
る
I

に
よ
つ
て
t

破
f
 

I
で
伸
張
さ
れ
てI

O
他
方
、

經

.

.

.

.

.

.

慶
龅
約
も
货
欺
财
離
で
あ
る
ヶ
©
'
ほ
財
政
的
餘
ヵ
あ
る
輒
々
に
於
け
る
跟
斷
强
办

&

る
敗
麻
は
衝
稅
と
鼪
费
節
紗
と
の
兩
款
を
齔
行
し 

■ #
る
で
あ
も
う
。
太
戰
直
後

Q

ィ
ン
フ
レ
ー

:'
>■ョ：

ン
の
，經
凝
は
令
倚
ほ
多
く
の
國
々
の
國M
の
記
憶
に
新
な
る
所
で
あ
り#
其
故
に
.財

-
’ 

.

. 

V 

. 
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政
豫
箅
の
，均
衝
を
維
猗
す
る
た
め
に
最
も
斷
乎
た
る
努
力
が
な
さ
れ
た
し
、
，ま
た
現
に
な
さ
れ
て
居
る

0

し
か
し
、
多
Mく
の
.場
合
に
、
斯 

る
均
衡
狀
獾
は
重
要
な
る
項
目
の
經
費
に
就
て.

一

時
例
輕
減
を
與
ふ
名
吏
拂
延
期
を
賴
み
に
し
て
居
る
の
で
あ
.
.る

,_
0:(

前
揭
書
r
六
八 

頁
參
照)

世
界
の
主
要
國】

一
十
七
ヶ
國
に.

つ
き
國
家
財
政
の
收
亥.均
衡
1
態
，

A

示
じ
た
：
る

表

を

揭

げ

て

房

る

が

、

一
九
一
一
ー

0
丨
一
牢
度 

.

.

に
收
入
超
過
と
愈
つ
て
居
る
國
は
デ
ン
マ
ル
ク
、
ス
ぺ
'ィ
シ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、：
ス.ゥ
ィ
ス
：の
み
.に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
現
經
濟
恐
慌
が
す

現
在
の
經
濟
恐
慌
の
根
本
的
原
因
は
、
坐
產.過
：剩
とV

般
消
费
潜

.の
購
質
力

.の
著
汰
な
る
不
足
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
居
^

恐
慌 

.の
相
刻
さ
は
ド
ィ
ツ
め
咖.き
偾
務
國
：に
於
て
は
跦
忆
著.し

'い
。
恐
慌

.
€
:
根
本
原
因
に
異

.る
所
な
レ
と
し
て
も
、
資
本
欠
乏
を
現
は
.し
て 

，居
.る
國
f c
於
て
は
急

.速
，に
恐
慌

k
落
ち
込
む
。
大
戰
後
の
ド
ィ
ツ
國
，域
經
濟
の
生
產
力
增
加

.は
專
ち
外
國
借
入
資
本
を
碁
礎
と
、す
る
も 

•
oで
あ
つ
た
ので
あ

る

か

ら

、
' 外
資
輸
入
の
減
退
、
殊
に
短.■資
金

.の
急
激
な
る
引
土
げ
は
恐
慌
を
促
進
し
，て
、
內
外
市
場
の
購
賓
カ 

，の
不
足
と
共
に

.
1
.
層
深
刻
必
す
る
|°
.ド
.ィ
ツ
國
民
經
濟
は
恐
慌
に
對
し
て
最
も
簿
弱
な.

>
^例：で

あ

る.1

吭
ニ
九
弗—

1,1H

年
の 

M

ヶ
年
間
に

.聯
邦
粗
銳
收
入
は
若
し
其
間
に
增
税.が
な
：か
つ
た
と
す
れ
ば
、
約1

|
1
十
五

«

生
^
た
.と
ー
53
:
.ふ
2:
と
.は
恐
慌
に
ょ
る
財
政
收
入
，減
少
の
最
も¥
し
.い
例
.で
あ
ら
ぅ
.0(Report 

of 

the: &p€da.l>dvisory

.no^— 

mittee December 1931. Basle 
參
照
ン

本
邦
財
政
.の
必
然
的
動
向
ミ.梁
迎
”課
，税
の‘經
濟
的
作
.用
に
就
，て
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本

邦

財

政

I

s

l

f經
濟
的
作
用

I
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5 
一
 

. a
m

丸o

 

:
而
し
て
：#
ベ
の
國

.々
に

^
て
‘ 

y.
 

 ̂

fン
政
策
を
採
り
、
物
價
を
或
一
唐
少
く

 

f

通

i

q
水
H

げ

看

i

i

遷

m

f

 

i

l

i

fソ
フ
レ

1
タ

'

>

に

ょ

--
0

て
物
價
;.
;
%ん
上
げ
所
謂
財
名
證
を
期
待
す
る
が
、

一

其
は
.公
倩政
策

逢

く

財

政

的

ィ

ン
フ
レ

丨

シ

ヨ

ン

で

あ
 

.緣

I

f

フ
レ
、

シ
，.ン
で
あ
る

I

る
f

:
的
イ
ン
•フ 

は
，其
以
前
の
漆
に
引
上
げ
る
こ
と
を1

と
す
る

<
,
f
或

f
 

I

Iす
る
統
制
的
イ

シ

フ
レ

i
ヨ

ン

で

あ

る

な

ら

、
、

^

1

-

1

 

o

n

 

^

 

o 

t

l

?

 

^
 

レ
.丨
ン

，
.

ン
■

は
_

の

:«
々
に
_

後
の
悲
慘
な
經
驗
が
あ
る
。
何
等
か
の
制
動
手
段

t

し
て
は
財
政
ィ
ン
フ
レ

1
.シ
ヨ
ン
^

を
加

|

能
性
、
む
し
ろ
必
然
性
が
あ
る
。|

或
は
中
央
銀
名
命
利

|

に
ょ
り
、
所

|

1
な

統
1

ベ
h

i

f

.
る
が
、
政
府
が
年
々
十
億i

其
以
I

f

 

I
、
i

i

_

ガ

ほ

於V
、

•日
銀
は
唯
-其
時
々
の
金
融
市
場1

干
の
調
f

加
べ
得
る
に

f

つ
て
、

ィ

ン

フ

レ

七

ン

の
I

を

I

し 

T

奢

：な

い

の

て

あ

る

：
：
、

f

ば
財
政
イ
ン
フ
レ
-
シ
ヨ
ン
を
統
制
的
の
も
の
と
す
論̂

い
o
し

か

ホ

3

マ
レ
，.

3
ン

|

き
起
す
源
因
と
な
る
公|

策

墓

に

制

動

カ

は

な

。
動
手
段
た
り

得

造

政

手

段

は

必

ず

I

政
策
で
あ
り
、
其
に
ょ
る
？

，；

は

望

〜

フ

ハ

パ

 ̂

, 

. 

i

?
た

.
- 

J'
:

.

.-

'
'

A
政

イ
ノ
フ

1

1
シ

シ

を

し

て

物

ft
の
騰
貴
を
或
程
度
に
止
め
る
铳

:.
J
イ
ン
フ 

ク

.»
ン
'0
目
的
裏
減
せ
し
む
义
方
法,^
な
い
と
考
へ
る
の
が
本
論
文
の
主
題
で
あ
る。
.

•

，

,

.

、
 

« 

* 

• 

• 

. 

, 

• 

V 

• 

. 

\

現
在
、■.邦
货
の
對
外
價
値
.

(

爲
#
相
S

.と

.對
內
價
値(

一
般
物
價)

の
下
落
は
著
し
ぃ
隔
り
を
示
し
て
焐
る
。
爲
替
相
場
下
落
の 

影
響
が
國
内
物
懷
に
影
響
ず
る
程
度
は
元
よ
り
商
品
の
種
類
に
よ
っ
て
相
違
す
る
。
同
じ
く
農
業
生
產
物
で
あ

.っ
て
も
、
生
絲
と
米
と 

れ
價
格
は
.爲
替
相
場
の
變
動
を
受
け
る
こ
と
が
著.1
>く
相
遠
す
.る
。
し
か
し
、
：生
絲
の
如
く
米
國
市
場
の
！
§
耍
を
決
定
的
の
も
の
と
す 

る
.

場
合
を
特
殊
の
例
外
と
し
て
、概
し.て
農
業
坐
產
物
.，の
價
格
は
、
國
內
的
カ
ル
テ
ル.又
は
.ト
ラ
ス
.ト
の
獨
占
的
支
&

の
下
に
あ
る
こ
と 

多
き
工
業
坐
産
、物
の
餛
格
騰
貴
よ
り
通
か
に
遲
れ
る
傾
向
が
あ
る
.。
.現
恐
憐
の
一
の
特
微
が
工
業
生
產
過_
>農
業
生
產
砠
_
と
が
同 

降
I

し
I

て
居
I

と
で
あ
る
が
、
若
し
工
業
唐
物J

格
の
み
騰
貴
し
てf

i
產
物
8

の
み
低
落
し
て
居
る
と 

す
れ
ば
;'
現
に
政
府
<0
.目
的
ど
す
る
農
村
救
濟
の
目
的
を
達
す
：る
こ̂
に
為
ら
な
い
の
で.あ
る
か
ら
、
何
等
か
の
手
段
を
講
じ
て
農
產 

物
慨
格
の
吊
上
げ
を
せ
ね
ば
な
ら
な
ぐ
な
る
。
假
令
、
商
品
の
1|
_
に
よ
り
騰
貴
率
に
相
異
は
あ
っ
て
も
、
貨
幣
の
對
外
價
m
の
.下
落
、
 

八
.程
度
に
對
し
て
、
其
對
內
傾
値-

g;

下
落
即
ち
物
價
の
騰
貴
は
現
在
に
於
け
る
懸
隔
を'次
第
に
狭
め
て
時
の̂

過
.と
共
に
前
者
に
.近
付 

如
ん
と
す
を
傾
き
あ
る
も
の.と
：考
へ
，•る
。
し
か
し
國
內
商
.品
の
價
格
騰
貴
率
に
相
違
が
あ
り
、
.
對
來
ニ
十
弗
の
潙
替
相
場
の
下
落
と
同 

程
度
.に
.は
必
^'
:し
も
騰
貴
也
ず
と
し
で
も
、.：昭
和
九
年
あ
で
に
は
少
く
と
も1
.般
物
價
は
七
>
.八
割
.の
騰
貴
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
.は 

ひ
13
み
過
少
の
.豫
测
で
あ
る
と
考
へ
る
。
又
少
く
と̂-
其
程
度
に
物
價
が
騰
貴
せ
ず
し
て
は
例
へ
ば.昭
和
一i 

•三
年
の
水
準
に
復
歸.す
.
 

る
こ
と
に
な
ら
ず
、
イ
ン.フ
レ
ー
グ
3シ
政
策
は
其
目
的
を
達
す
る
こ
と
に
：故
ら
な
い
で
あ
ら
.ぅ
0

■•
•■:
•若し
其
程
度
に
物
偎§
吊
上
げ
が
抒
ば

.れ
、
：
財
政
ィ
シ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、の.目
的
が」

應
達
せ
ら
れ
た
と
す
れ̂

.其
時
に
公
f t
頭
發 

b
修
企
す
る
。
と
の
か
に̂-
っ
て
統
制
的
イ
’や
フ
レ

1
' >
ョ
ダ
の
實
盔
擧
げ
る1 2

A
Jが
州
來
る

.で
あ

，ら

ぅ

か

。

即

ち

，八
ム
偾
，政

篼

洎

體

に 

本
邦
財

i

の

霊

：阶
動
咏
|

通
甑
税
の
鸫
濟
时
'

作
.

川
^
就
て 

ー3
ー
 

ハ
二 

一li
V L

九
；



本
雜
財
政
め
必
然
的
動
尚
赢
進
嫩
概
の
擊
的
作
刖
に
就
て

 

f
r

u

ベ
r
i
o
c

) 

制
動
力
を
典
荷
す
る
かo
昭
執
七
*八
*九
年
度
の
各
年
度^
約
十
憶
圆
以
上
の
國
偾
が
發
行
さ
れ
て
、
赂
甜
十
年
度
始
.に
は
、
國
t
gf 

億

圆

に

達

す

，べ
き
こ
：

#
は
瑰
在
の
趨
勢
に
於
て
認
め
ら
れ.て
：居
る
.。
帝
國
財
政
.；ブ
般
會
計
の
.國

侦

利

子

格

加

ば
年
々

的
九
億
圆

の
新
規 

公
^
に
對
し
て
利
子
約
四
千
五
百®
萬
圓
、
昭
和
十
^
度
に
.ば
.一.億
四
千
寓
圆
办
經
費
增
加
と
な
り.、
.同
時
に
對
米
一
：
一
：
卜

雜

と

し

.て
f 

國
衡
利
子
は
約
八
千
萬
圓
の
增
加
と
な
るo
物
儐
：

S

騰
貴
と
共
.に
物
件
費
の
墙
加
を
生
：じ
少
く
と
も
減
少
の
兇
込
は
な
い
。
官
史
の
奉 

給
其
他
の
人
仲
費
も
亦
恩
給
年
金
も
物
憤
七
：
A
:割
の
騰
貴
に
對
し
て
減
少
：の.可
能
性
.は
な
々
^̂

'ら
ば
既
に
物
價
騰
貴
に
ょ
る
利
益
を
享
け
て
居
る
か
ら
增
額
の
.要
來
味
な
い
と
し.て
^
非
營
利
事
業
に
つい
て
は
%
額
'の
耍
求
も
タ

る
で
あ
ら
ぅ
。
世
人
或
は
經|

約
に
：ょ
づ
て
府
政
收
吏

：

の
均
衡
を
得
'る
こ
と
を
虫
張
す
る
が
、
物
慣

騰
貴
：の
诗
JJ
.に
於

.て
|

、叮
能

■性
は
少
な
い
と
考
へ
る
。

一.般
會
計
歲
出
は
、.；滿
洲
事
件
費
>
,時
腾
匡
救
費
を
除
身
'
啤
 

五
年
度
約

十
五
億
六
千
蔣
圓
、
六
年
度
約
十
四
億
九
千.萬
圓
、
■昭
和
七
年
度
約
十
艽
億
三
千
萬
圆m

s
溜
件
費
約
~.
億
五
千
S

I

1
費 

I

V
、：

/

:

:

'

'

:
. 

' 

-
，

一.億
幸
三
I
脚
、
合
計
約
十
九
億
四
千
四 

圓

j'

で
'

I。
.假
り
に
、.：歲
出
約
十
五
簾
を
標
準
と
し
：て
考
察
ず.る
。
其
屮
'に
'は

森

林

事

業

費

を
含

み

、
年

：々

約
；

一
,

億

麗

く

の

純
益
金

皇

じ

て

居

，

®

和
I

度
1

1

促
|
信
^
4

『

設

：
百
萬
圆
；}
之
等
の
事
業
費 

.は
物
ぎ
騰
貴
し
た

.る
時
は
彻
減
し
得
ず
、
轰

收

入

增

加

の

.た
め

に

も

減

少

せ

し

め

得

な

い

で

あ

ら

ぅ

。
其
等
の
事
業
費
以
外
の
政 

が
費

' 
赵
十1

一i

億
圆
に
つ

VV
-
て
見
る
に
、
國
债
の

®
利
借
換
な
き
も
の
，と
し
て
、
物
價
騰
貴

.し
た
る
場
合

.に
削
減
し
.得
.ベ
き
可
能
性
な 

き
も
め
め
：例
と
し
て
次

0-
'項
固
が
ぁ
，6
ぅ

0

-

 

。
昭
和
六
年
度
現
計
及
望̂
度
決
算
の
，平
均
に
よ
る
へ

■
r

v
s

.

 

'
 

.

. 

: 

■
，

一'1 :

僞
.

五

卜

滅

_

ー
..

'一

'
-

(

2〕

校

敎

蠢

給

顏

分

繁

'
大

重

裏

圓

#
計
.
'四
億
八
千
五
'哲
鼂
ノ

(

3
 

V

:
恩

.給

.

-

#

:
金

■

、
約

：

'1

fe
k

.

,

v

>

m

_

， 

.

.

.
:
.
'
■
■

の
故
！

n:fQ

.l'

か
に
输
出
舐
^

^

あ
、，

.

.假
り
.に
補
助
®
に
つ
い
て
：若

千
.の
伽
減
あ
り
と
じ
て
も、
< 歲
扦
約
十
ヨ 

猶

_
の

デ

ぢ

約

艽

傯

艽

千

あ

_

€

藤

»
に
づ
"

は̂
1
假

&

偾0'
-戚
利
借
換
|

|
も
多
額
(0
|8
減
ば
望
ま
れ
ず
、I

M 

-̂
•

器

は

殘

糊
^:
备

五

.
^
1
^
の
ぅ
ぢ
で
行
は
れ
ね
ば
な.ら
な
^

假

り

織
_

に
つ
い
て
、'不
可
能
と
，
は
考
、
へ
：
衾

、
，
大
な
.る 

努

カ

に.ょ
'つ
.て
ブ
億
圆'の
經
费
節
約
が
あ
，
つ

/£
と
假
觉
す
る
0
財
政
ィ
シ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
ょ
ヵ
物
價
は
昭
和
三
年
の
水
驴
に
役
,
す 

る
艺
と
姐
宛
す
る
.の
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
三
年
度
歳
出
約
十
八
億
，一
千
五
百
萬
圓
で
.あ
.つ
た
の
に
對
照
し
て
"

一
億
圆
の
經
費
節
約 

に
ょ
り
歲
出
十
セ
傲«
と
>

替̂
差
損
八
千
萬
圆
、
杓
國
偾
利
子
增•
オ
億
四
千
萬
圆
と^

»
へ
て
、
滿
洲
鄯
件
费
•
時
局
匡
救
琪
業 

费
0:

,

^
く̂
し
て
も
昭
和
十
年
度̂
は
歲
|̂
呔
約
セ
九
億
ニ
千
萬
圓
に
ぼ
す
る
こ
泰
、
"現
在
の
財
政
政
策
自
髑
が
目
的
と
す
る
物 

價
騰
貴
と
經
費
節
約
の
餘
地
少
なI

と
、
に
i

oて
大
體
の
推
蜜
な
■し
得
る
で
お
I
O
.加
ふ
る
に
、
爲
替
相
場
の
 
一
f

下
落 

が
あ
れ
；

^
靈

某

他
.の
.海
外
拂
の
墩
增
を
坐.じ
、
ゝ
財
政
の.收
支
均
衡
を
一
暦
困
難
な
ら
し
め
る
。

或
論
者
ゆ
财
價

.の
廳
貴

.に
-ょ
る
收
入
の
向
然
增
加
が
經
費
の
增
加
を
充
當
す
る
に
足
る
も
の
と
想
像
す
る
。
公
‘偾
金
其
他
の
臨
時
收 

入

觀

^
6
>ぼ
和
元
年
以
來
最
も
經
常
收
及.

^

る̂
昭
和

1韋
度
決
箅
と
六
苹
廣
現
訧
と
を
先
づ
對
照
す
る0 

ベ
：

.':
‘ノ 一

ニ 

.
•/
ふ
.
：
；
/

.
 :
.r

l
.

一
六

.寺

•度
；鏡

.
計

-

瓢

^

^

:
馨

2

*

^
窺

霞

-て

卜

.

, 

S

五

へ

(

一

寒

亡



_

技

財

成

"
.の
•％

然

的

.動

肉

^
粜

粗

課

#

の

鹤

濟

的

作

用

_に

就

て

.

r

)

租
稅
收
，八 

九

一

五
、
九
〇
_

M

)

.

.

'^〕

'印

紙

收

入

？

、

へ

八

六

、
瓦

七

九

.

.

.：

:
' 

:

(

其

約

七

割

：を

駔

稅

w

す

>

■■
.

.

.

.

.

.

.

.

(

3

V
涫

辩

K
有

財

產

收

入

' 

，

四

七

四

、

一

九

四

。

(

4
 )

其

他

雜

收

入

及

特

別

會

計

ョ

リ

繰

入

• 

.

.

.

.

. 

二

八

、
三

三

〇

' 

-
 

經

常

部

合

計
 

一
、

五

o

五

、0

一
一
一 

但

ン

臨

時

部

收

入

に

含

ま

れ

る
 

.
- 

⑴

dv
l

r'
1

五

七

、
〇

八

五

s

:

前

蓮

剩

餘

金

繰

入

 

ニ

*

k

七

、〇
l
j
m

• 

i. 

'

a

i

M

o

I

D

七

.三

五

"
瓦

〇

10
 

六

五

、
四

三

l_u

四

七

ニ

、
七

〇

六

'
四

r
、

ニ

六

七
 

合

計

，

.
一

、
三

一.

四

、
九
 

一

t

 

臨

時

部

收

.入

に

含

ま

れ

る

.
1

 n

'o
ニ 
七

ニ
 

:

三

九

、

一.
〇

八

八
割
騰
貴
し
て
I

マ
三
年
の
水
準
.參

、
昭
和
十
年
度|

常
收
入
の
|

|

|

忸 

 ̂

I
り
の
-
kと
し

て

約

十

五

詹

の

經

常

收

入

：が
：あ

る

零

あ

.る

と

考

へ

ら

れ

る

が
、
必

ず

し

も

+

年

度

こ

於

て

は
I
 

u

h

w

t

o

f

i
 

收
人 

I

、
I

I

 

租
I

I

は
I

l

f

 前m

K'
t

t

u

つ
；;

p

r

l

w

l

l

l
ょ
つ
て

I

す
る

I

t

 

i
霧

入

は

I

格

I

I

I

 

I

あ
I

蒙

が

、
七

靈

f

 

5
收

I

年
I
 
ノ

1

表

。

消

善
I

I

期

待
I

I

が
、
$

1
物

璧

f

織

|

霧

I

f

* 

- 

. 

• 

» 

.• 

' 

.

.

I
I

IL1!'
!'■
1
I

I1
1I!1
ジ.

酒
税
其
他
が
從
量
稅
で
か
み
乙
ど
を
觀
れ
ば
愀
惯
の
騰
赏
は
其
程
度
に
自
然
增
收
と
故
み
こ
と
紀
く
ぃ
ま
た
亂
税
收
入
も
圆
價

6
.下
1 

に
ょ
つ

.て
輸
入
は
減
退
す
る
帑
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
減
收
と
か
る
べ
き

^
あ
り
、
保
護
關
税
は
页
に
減
收
を
大
な
ら
し
め
る
で
办
ら 

う
。
其
故
に
、
物
價
の
騰
貴
と
共
に
昭
和
十
年
度
に
墦
收
を
I s
•ち
に
期
待
し
て
も
、
決
し
て
昭
和
三
年
度
の
經
常
收
人
額
に
達
す
る
：こ 

と
は
な
い
で
あ
ら
う
。

且
っ
前
屯
度
剩
余
金
は
無
い
か
ら
十
年
度
は
、
約
十
开
：億
_
の
經
常
收
入
を
以
て
、
前
述
の
恐
ら
く
過
少
の
見
積
で
あ
る
が
約
十
九
億 

ニ
千
萬
圆
、
經
赀
の
節
約
な
け
れ
ば
必
ず
一
不
億
则
を
超
ゆ
る
歲
出
に
對
し
て
、
昭
和
十
年
度
以
後
に
於
て
も
一
般
會
計
に
少
く
も
約 

四

億
./
!
;千
萵
|1
1
.乃
至
は
艽
億
圓
以
上
の
公
侦
を
年
々
發
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
即
ち
公

.債
政
策
に
ょ
り
物
價
を*3
|
上
げ 

典
目
標
と
す
る
或
程
度.に
達
し
た
る
場
合
に
公
偾
の
增
發
を
打
切
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
財
政
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
銃
制
イ
ン 

フ
レ
：丨
シ
.ョ
ン
た
ら
し
め
る
制
動
力
は
公
僙
政
策
自
體
に'は
：具
有
し
て
居
ら
：な
い'も
の
_と
認
め
ざ
る
1
得
な
い
0
 

•

公
愦
の
增
發
を
停
止
し
得
ず
、
從
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
銃
制
し
得
ざ
る
こ
と
が
明
か
と
な
れ
ば
、
貨
幣
價
値
は
全
く
暴
落
へ
の 

道
程
に
陷
ち
込
む
で
あ
ら
う
。
斯
る
場
合
に
到
つ
て
如
何
な
る
手
段
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な

?)
-
か
。
茲
に
は
ド
イ
ツ
の
マル
タ

安
定 

當
時
の
狀
態
を
示
す
ょ
り
は
、

1 ,

九
ニ
六
年
の
佛
國
の
財
政
事
情
の
例
を
逾
當
と
す
る
で
あ
ら
う

0

:
 

.

世
雄
大
戰
後
0
.數
年
間
ネ
ラ
ン
ス
の
財
政
は
摩
ら
公
愦.政
策
の
賴
り
必
須
な
る
べ
き
租
稅
政
策
を
怠
っ
た
。

一
九
ニ
六
年
六
月
の
恐 

1$
に
到
.っ
て
最
高
點
に
達
し
た
財
政
破
綻
は
其
財
政
政
策
の
當
然
の
歸
結
で
あ
っ
た
と
耷
は
れ
る
。
同
年
五
月
末
に
組
織
さ
れ
た
る
財 

政
奪
問
婆
員
會
の
報
告
書
ば
當
時
の

Sf

情
を
明
に
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
：當
時
の
事
情
の.根
本

的

特

徵

は

貨

幣

の

不

安

定

に

あ

り

;'
國
民
の 

本
邦
财
畋
の
.必
然
的
励
1-
'
]
'
ミ
紫
迎
課
说
の
鸫
濟
的
作.用
.に
就
て 

！

,
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經
|

活
の
擁
難
の
.た
めH

も
、
：
.
フ

ラ

ン

は

變

蓮

露

べ

溶
4
が
な
*
ぼ

考
處
也
ば
‘、
.一
,

‘
の
重
耍
さ
慕
め
•
•る■.で
.あ
f

。
.
.通
免
^
^
^
^ ̂

其
恐
慌
沙
.根
^

^
原
&
.ゆ
财
>政
激
第
の
衣
足
.短
期
公
愦
.ィ
.ン
.フ
'レ
！
v『

.ン
'
.の弊
害
.に
-在
る
.。
お 

廣
..-
-
.

汎
悴
し
'て
郎
時
有
效
に
.癸
の

.增
加
ぞ
計
技
パ
新
經
辦
史
霞
：だ

め

感

墘

，
間

接

穿。5

以
て
フ
ラ
ン
ン
海
行
.の
獨
立
を
痛
立
し
、
.徐
'々
に
ネ
ラ
シ
•ズ
銀
行
铲
.の

彦

借

入

金

好

繁'せ
：.しめ
、
#
■
麽
期
流
爾
公
侦
め
槳

gr:.

:

長
期
£

偾
の
借
入
等
#
他
の
對
策
を
提
案
じ
た
，

同

餘

彭

に
.霧

寒

言

馨

.ず
る
。

.

貨

幣

不

雲

裔

期

一

兵

て

'は
4

陳

は

租

讓f

ri
-
15:
5
'
缺
くp 

‘同
機
f

機 

.

費
.の

多

置

な

る

品

• 

3
商
品
に
對
ず
る
租
税.泛

.が
、
其
租
鬆
入
樣
俾
の
騰
貴
ど
北
證
增
师
し、
.' 
當
而
の
財
政
：豫
算
，

の
均
衡
.を
保
た
し
f

こ
ぞ
が
出
來
.るo 

.反
之
、蟛
掇
税
_
齓

年

：又
：ば

孓
は
献
々
：年
の

.藤
收

：入
に
.よ
.

つ
：'

て
微
牧
さ
れ
、
貨
幣
债
値
下
落
：

の
時
拟
•に
は
如
何
に
霧
■の
敏
_
に
_

て
も
、
租
税
”の
金
徽
は
.憲

，に
：孬

貨
か
仗
値
下
落
.
kxl
相
す
る
o.
泰
し
嚴
酩
な
る
方
法
ど
税
率
灯
墙
加
を
以
て
臨
ゲ
得
る
と
!,
-
て
'̂

、

資

本

の

輸

，
出

を

誘

發

‘し
[|
1
)接
|€
鑛 

替
教
勿
の
危
機
紀
迆
ず
る
。
平
常
の
狀
態
に
復
歸-し
た
る
後
は
龙
に
灼
と
し
て
、
貨
幣
不
靈
の
全
く
終
了
せ
ざ
る
間
は
、
國
座
が 

.
泰

U.

て
直
接
税
编
礎
を
.置
く
財
政
制
診
の
，如

と

也

危
■

あ
る
。.假
令
、
#
政「

の
均
衡
を
得
る
一f

i

¥rr
-
間
接
埃 

が
生
活
費
に
與
ふ.る
影
響
の
如
何
な
る•も
の
あ
り
i
雖
も
ノ
蒙
は
新
に
_

舊
通
貨
の
變
.：励
の
：
影

置̂

芯
?)
'
:歡

過

^
取

を

|
|め
、
.虞
ら
拙
接
税
の
靖
微
に
，ょ
づ
.て
財
败
の
不
足
?:
'
補
ふ
べ
^,
收
入
を
得
'る
こ
と
.̂
擺
^
^

• 

.

..

.、 

l
i
i
i
i
i
l
l
l
l
^
l
^
8
I
S
I
^
I
i
l
E
^
l
l
a
1
a
l
^
5
-
^
.
.
^
^
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;
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お
に
記
さ
る
i
如
く
、
貨
幣
價
値
の
安
定
を
得
る
た
め
に
は
、
消
費
税
が
如
何
に
逆
進
的
課
稅
で
あ
っ
て
も
、
更
に
貨
幣
惯
値
の
暴 

落
の
影
響
に
比
ず
れ
ば
尙
ほ
忍
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
、
即
ち
一
般
大
衆
の
犧
牲
に
於
て
增
税
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
必
然
牲

.が
あ
る
。 

戰
举
の
場
合
に
於
て
も
、
殊
に
现
在.の
恐
慌
ょ
り
逃
，避
す
る
が
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
於
て
は
此
事
態
に
到
ら
し
め
る
こ
と
は 

一
屁
茜
し
く
不
公
正
で
あ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
：で
あ
：ら
ぅ
。
政
府
の
公
偾
政
激
に
ょ
つ
そ
、
最
も
早
く
利
益
を
得
る
も
の
は
商 

品
其
他
の
財
產
所
有
者
で
あ
る
。
勞
働
者
及
び
貧
農
，は
、
.救
濟
土
木
事
業
i

傭
さ
れ
る
に
從
て
徐
々
に
賃
銀

(
I
I
I
U
)

を
支
給 

名
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
且-0
^
業
者
多
き
現
肷
に
於
て#
數
特
-»
の
熟
練
エ
の
ほ
か
賃
銀
騰̂

見̂
込
は
な
い
？
先
き
に
政
府
は
時
局 

恒
教
豫
篼
の
發
表
に
擦
し
て
其
に
噙
ま
るi
遨
接
:«
間
接
の
勞
カ
費
を
特
に
誇
太
に
表
涉
し.て
、.湘
當
愼
重
な
る
識
#
を
も
誤
ら
し
て 

居
.る
？
^
た
諶
渫
遲
延
に
ょ
る
豫
算
の.不
消
化
は
年
度
末
に
到
っ
て
村
料
の
儒
入
忙
ょ
っ
て
谶
弊
捎
北
を
示
す
で
あ
ち
ぅ
。
現
衣
は
眾 

需
品
產
業
を
除
い
て
は
、
物
價
騰
貴
は
旣
に
滯
貨
と
な
<>
て
焐
る
在
康
品
の
騰
貴
で
あ
っ
て
、
未
だ
生
產
靖
加
は
多
く
刺
戟
さ
れ
ず
生 

產
資
金
の
大
需
耍
も
起
る
に
洌
ら
な
い
。
政
府
は
ま
た
公
债
市
價
の
下
落
を
恐
れ
て
、資
金
過
剩
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
新
規
公
偾
を
市
場 

に
：賣
牝
さ
.ず
、
；日
銀
引
受
と
し.

y.

イ
ン
：フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
一
蜃
促
進
し
て
届
るo
.要
之
；
現
在
ま
で
.の
袱
镳
に
於
ヤ
は
財
產
所
布
名
は 

公
债
政
策
の
利
益
を
受
け
た
が
、'未
光
勞
働
者
に
拟
多
く
及
ん
で
据
ら
尨
い
。
.目
：つ
生
縣
以
外
の
農
産
物
に
比
し.て「

エ
業
ロ
§
顧
格
騰
貴 

の
■速
か
な
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
？
今
後
も
財
產
所
有
渚
は
.イ
ン
’フ
レ
ー
シ
ョ
：ン
の
.過
程
に
於
て
常
に
勤
澇
渚
ょ
り
も
遙
如
に
多
大
の
刹 

益
を
享
け
る
。
し
か
も
、
財
政
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
め
制
锄
手
段
と
な
る
租
税
政
策
を
採
る
セ
と
を
遛
延
せ
し
め
る
こ
と
に
ょ
つ 

.
本
邦
財
政
：の/必
然
的
動
向
.赢
通
課
救
の
經.儕
的
作
用
に
就
て
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本
邦
財
政
の
必
然
的
動
昀
ミ
累
進
課
税
の
經
濟
的
作
用
に
就
て

]

l

r 

i
i 

四 

o 

C

 
ニ
‘
4

>ぐ)
て
、
富
者
は
I

を
繼
と
し
て
、
貨
幣
價
値
の
安
誉
當
面
最
大
の
必
要I

る
と
の
理
.

1押
仗
け
得
る
可
能
性I

多
く
な 

る
.
.し
力

し

.
現

在

の
f

s
本
原
因
が
、
過
剩
投
資
に
ょ
る
生
慶
剩
と.一
般
I

■

劳

.
■
足
に
在
ると
す

れ

ば

、

一

般
 

大
衆
I

牲
孚
る
即
ち
多
數
|

の
購
.貢
力
を
削
減
し.て
、
.少
數
の
I

の
手
i

f
收
め
る
所
の
財
政
政
策
を
以
て
し̂
^
 

I

I
脫

し

や

ぅ

奢
I

は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。
.其
は
自
か
ら
目
的
を
震
す
る
手
段
でt

、
？

に
次
の
一「

I
 

S

る
べ
I

慌
へ
S

I
 く
に
役
立
S

す
ぎ
な
い
で
I

ぅ
。

：

.

.. 

. 

.

. 

T 

. 

'■ 

■

MMmmta

楚
於
て
財
政
ィ
ン
フ
レ
丨
シ
ヨ
ン
抑
制
の
手
段
と
な
る
も
の
は
租
税
政
策
の
ほ
か
は
な
い
が

、

現
在
の
I

政
f

ょ
つ
て
I

生
I

I

I
す
I

n

i

、
震

靈

l

i

i

f
も

着

け

れ

ば

f

V

来
へ
7
の
で
ぁ
ク
ィ
ン
フ
レ
ー
シ

.
ン
の
過
程
に
於
て
多

-
K

の
：利
益
を
收
め
る
財
產
所
有
者
に
對
す
る
高
度
の
粟
課
稅
を
以 

て
本
邦
租
税
制
度
の
糨
诚
の
根
本
的
性
質
に
肇
を
加
ふ
べ
き
で
ぁ
る
。 

.

.

.
現
行
租
税
制
度
を
鞲
成
す
るg

税
負
檐
分
配
の
狀
態
を
觀
る
に
大
體
次
の

如
く
で
ぁ
る
。

昭
和
?/
:
年
荧
央
髟
召
.
2

>

E<.
0
十

昭

和

五

卬

度

決

箅

.
昭
和
六
年
度
現
計
平
均 

■

收
入
C

I

•
囊
收
入
•印
紙
收
入
の
七
割

) 

約

5

三
◦
倉

圃
 

2

梁

進

課

税c
g
l

植
所
獄
•相
霧y

約

二

一 

1

9

1
圓 

?〕

比

仞

課

税(

第

S

•第
二
種
所
得
税
、
各
種
收
益
税

)

.

.約

ニ

七

〇

.裏

|1
.
 

?

)

逆
迪
的
支
出
i
 (

消
費
税
•關
税
•專
賣
收
入)

•
約

.
六
一11 〇
•
夏

圓

一
〇
〇
％ 

1

三
ズ 

ニ
六
匁 

六

謹
i

K

i

i

!

1
1

.

苦
し
現
行
税
制
の
權
成
を
變
へ
ナ
と
す
れ'ば
、
大
M-
得
或
は
：大
財
麼
の
取
得
者
と
共
小
取
得
者
に
差
別
課
税
し
て
：太
脒
得
•
M -
產
收 

.得
1
に
筑
課
す
る
こ
と
を
兎
に
角
、

的
と
し
て
居
る
累
進
課
税
收
入
は
、
如
何
に
，自
然
增
收
を
見
込
む
で
も
、..昭
和
十
苹
度
に
於
て 

四
億
圆
を
超
ゆ
.る
國
偾
費
の
半
に
も.達
さ
な
い
o
內
國
愦
費
は
稗
び
富#
に
還
流
す
る
.が
、
共
經
費
は
更
に
比
例
課
税
に
よ
る
部
分
を 

も
吸
收
し
て
、

：

殘
る
所
の
租
税
收
入
は
逆
進
的
支
出
課
税|の
"み
士
な
る
0
即
ち
富
衮
は
公
愤
政
策.に
よ
0
て
.最
先
に
利
益
を
享
け、
t

 

た
後
に
は
其
公
偾
一
兀
利
金
と
し
て
再
び
自
已
め
手
に
收
め
、
少
く
と
も
.昭
和
十
¥

後̂
の
、
又
は
九
年
度
以
後
め
國
家
經
費
に
は
何
物 

も
貢
献
し
な
い
こ
と
.に
な
る0
V 

• 

■

‘-.

本
邦
税
制
が
英
•米
•獨
•佛
諸
國
の
税
制
と.異
る
所
は
、
例
べ
ば
所
得
税•相
續
税
の
累
迆
稅
率
の
輕
微
な
る
こ
と
、
遺
產
稅
•
財
産
税 

の
無
き
こ
と

或
は
.一
般
取
引
税
の
な
き
こ
と
等
を
も
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
ぅ
。
本
邦
税
制
改
革
の
根
本
的
方
針
は
少
く
と
も 

所
得
税•

相
續
稅
の
累
進
率
を
高
め
る
こ
と
を
含
む
。
本
邦
個
入
ハ
s1

種
}所
得
税
の
累
進
率
は
超
過
果
進
率
で
あ
る
た
め
に
.一
見
高 

く
見
ら
れ
る
が
全
額
巢
迆
と
し
て
見
れ
ば
、.例
べ
ば
英
國
の
所
得
税-相

！！

税(

遗
產
S
に
比
し
て
全
く
輕
課
さ
れ
て
居
るP
殊
に
富 

豪
ほ
ど
第
二
秫
所
得
税
の.比
例
課
税
に
.よ
つて
利
益
を
享
け
て
居
る
。
第
一
一
種
所
得
税
は
國
愦
に
課
税
さ
れ
ず
、
公
债
利
子
に
.百
分
ノ 

四
、

社
偾
銀
行
爾
金
、
貸
付
信
託
の
利
益
に
百
分
ノ
五
の
税
率
を
以
て
課
税
さ
れ
る
た
め
に
、
若
し
第
二
種
所
得
の
み
の
所
得
容
を
假 

宛
す
れ
ば
所
得
金
額一.萬
圆
の
も
の

は
、
第
三
输
所
得
税
に
よ
つて
綜
八
ロ
^
&
さ
る
れ
ば
累
計
税
額
は
税
率
に
し
て
五•四
涔

と
な
る
か 

ら
、
笫一,.

一
撖
所
得
比
例
課
税
に
よ
つ
て
富
衮
ほ
ど
益
々
多-<
の
利
益
を
受
け
て
居
る
。
即
ち
媒
ら
金
融
資
本
家
は
多
大
0
利
益
が
收
め 

ら
れ
る
。
英
國
所
得
税•相
續
税
の
最
高
税
率
を
示
せ
，ば
、
本
邦
の
輿
進
課
税
率
の
如
何
に
'輕
微
な
る
か
を
知
り
得
る
で
あ
ら
ぅ
。

本
邦
財
政
.の
.必
然
的
動
向
絮̂
進
課
.税
の
..經
濟
的
作
用
に
就
て
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英
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遺
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最

高

馨
.

一
九
i

i

一
.九i

丨：
. 

. 

_

.

三
藝

塞

ゆ

1

:

額

£

:

碌

に
.つ
.ぎ
十志

一
-

即

ち
五
：〇
多
ン

i
邦
税
制
は
斯
く.の
如
く
、
：
火
所
得
者
大
財
産
家
に
輕
課
す
る
崖
し
て
、
小
所
得
箸
に
對
し
て
消
霧
の
負
擔
は
重
い

。(

_

G 

觀
_
_
_
f
關

寶

處

喔

餐

に

政

府t

稅
I

す
I

を
以
て
公
痕I
:ょ
慕
價
の
.吊

產

の 

I

れ
.て
f

世
人
も
亦
、S

の
8

的
所
得
稅.
•相
靈

I

竽

き

的

不

卷

懷

い

て

管

、I

は

裏

f

f
し
て
I

改
I

I

す

る

。
す
べ
て
財
政
棄i

擇
I

は
其

が

有

す

る

社

會
 

的
•

_
的
作
用
を
以
て
其
鑛
と
せ
ね'ばな
ら
な.い
。
：若
し
今
後
の本
邦

財

政_

に

照

し

て

_

め

蠶
.の)

v

l

f

.な
る
所
得
税
相
續
税
等1

奮

社
#

に
與
ふ

る

作

煙

於

て4

1

1

1が
明
瞭
でS

ば
，
'

之

に
反
對
す
べ
き
何
等
の
极
據
も
な.い
で
あ
ら
ぅ
。
殊
に
今
後
の.公
偾
费
の
增
加
は.内
國
偾
增
發
に
恶
因
す
る
の.で
あ
る
か
ら
、
所
得
税 

相
續
税
收
A
が
甯
者
.に
#
び
還
流
：す
る
，4
と
^

%る
.货
國
め
財
政
事
情H:

於
で
巣
雄
課
摩
の
有
す
：る

經

濟

的

用

を

麗

す

る

こ
 

と
'
"は、
實
往
：の
租
稅
制
度
に
よ
る
經
驗.の
證
明
を
得
る
め
資
料
と
な
り
、畠
度
のM
m課
税
に
.對
す
る
世
人
-c
o
漠

然

た

：：
る
•不
安
を
除
.き
"

税

制

改

革{C
PJ
す
.る

理
F1
1
な

き

反
11
の
^

_
を

除

く

こ.と
に
な
る
と
考
へ
る

.
o

:

.

.

.

.

. 

•

.

.
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'

:英
國
の
現
行
所
得
税..
は
、
個
人
所
得
と
法
人
所
得
と
に
課
税
す
る
齊
通
所
得
税
と
、
附
加
税

(

一
九
一
一
九
年
度
よ
り
以
前
は
⑥
砠
所 

得
銳)

、
と
よ
り
成
る
。
普
通
所
得
税
に
於
て
所
得
の
秫«

1五
種
，に
分
類
し
て
課
税
す
る
こ
と
を
一
八
〇
三
年
以
來
の
特
微
と
す
る
。 

A 
土
；

i ',

雄

物

所

有

に

よ

る

所

得
.

,

B 
土
地
占
有
に
よ
.̂

阶
得
’

•

d
:
.
國
僙
利
子
牟
'金
等
の
所
得
'
' 

:

•
.

.
■ 

D
.
商H

業
所
气
其
他
人
ふ
；
6 

6会
に
含
ま
れ
ざ
る
所
得 

K

.

右
、の
，瓦
遞
：の

所

得

に

就

き

、

八

ろ

の

所

得

及

び

瓦

類

の

所

得

の

ム

部

分

に

源

果

課

稅

を

行

ひ

.、

'B
D-
の
所
得
及
び
£
の
.所
得
の
一 

部
に
の
い
て
は
所
得
客
に
直#
賦
鞸
の
方
法
に
よ
る
。
各
稱
のM -
胄
に
つ
き
個
入
^
法
人
も̂ 

^
^
本
税
率
を
以
：て«

¥

,れ
名
。

.

.斯く
普
通
所
将
税
；は
各
種
所
得
患
い
て#
■
に
^

せ̂
ら
.る
X
ザ
'.
個

人

の

課#
所
得
額
の
決
定
に
は
、
.
勤
勞
所
得
や
簾
赉
览 

—
邦
財
政
の
必
然.的
動
|.
*
.
]
>
总
迪
_
较
の
|

的
.作
用
に
：難

て

.
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本
邦
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財
S

必

然

的

動

时

暴
|

稞
の
經
濟
他
作
#

に

就
.*
?

:
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四

碑

0 -
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:
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に
よ
る
輕
|

|

震

、

；

I

得
諸
£

す
る
I

I

S
減
に
.
1輕
課
等
I

I

I
備
I

。
f

l

m

照
し
て
、
.各
別
の
I

f
 

I

税
率
を
以
て
納
税
し
た
る
所
糧
額
が
、.自
己
.の
課
|

得
I

I

べ

き

猶

を

超

ぞ

右

導

_

課
規 

史
の
修
件
に
I

利
益
I

I
た
め
に
は
申
當
よ
つ
て
過
剩
納I

麓
を
受
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
其
繁
は
殆
どI

の 

你
人
納
I

f
 

Sが
得
ら
れ
n

 

e

l

l
 

I

f
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而
し
て
一
1

Sを
I

I
人
所
得
に
は
梁
進

l

i

l

f

 

s

f

 

I
で
ぁ
f

、
1

所
得
税
I

 

t
 

i

f

1く
に
I

税
的
所
得 

羽
で
は
決
し
て
な
い
。
英
國.の
所
得
税
は
多
分
に
.人
的
所
得
税
の性
質
を

備
へ
て
居
る
の
で
ぁ
る
。
 

ィ

S

所
得
i

本
税
难
は
|

戰
末
の
一
九」

八
|

最
高
と
し
て(

一I

き
六
志
即
ち
三
§

 
_

書

低

減
 

せ
ら
れ
、一

九U

五
年
度
よ
は
四
裔
ち
.ニ
〇

ズ

と

な

^

.

一

九

三

〇

带

度

よ

り

禅

び

增

率

さ

れ

た

。

1

九

ニ

五

産

以

後.

ー

磅

に

付

き

四

志
■ 

ニ
〇
％ 

:

,. 

一
九
三
〇一

-
1

年
度 

ー

磅

に

付

き

四

志

六

片

二

子

芸

 

'

1

九
三
.

一—
1 ®

度 

' 1

磅

に

付

ぎ

五

志

.

.ニ五
i

此
H

I

篇
に
つ
い
て
は
、
免
税
點
と
勤
勞
所
得
讓
、•抉
證

.

1

1他
に
よ
つV

次
の
如
き
種
々
.の
場
合
を示す
。

例
へ
ば
免
税
點
に
つ
い
て.一
九
二
丑
I
九
年
度
に
.行
は
れ
た
る
例
を
以
て
示
せ
ば
次.表
の
.如
く
な
る
。(
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者

 

夫

婦

同

席

若

に

し

て

子
.

' 

.
'
i 
^

身

者 

 ̂

(

子
女
な
き
も
の
>

'

女
-一
二
名
を
存
す
-る
も
の

'
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の
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き
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な
るW

き
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得
な
る
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き

得

な

る

き
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な
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き
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得
な
るW

き

1

三

五

磅
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ハ
ニ
膀
 

.二.一1

五

磅
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.
ニ

七

〇
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三
一
五
磅
 

三
七
八

磅
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而
し
て
基
本
税
率
は
左
ゼ
示
さ
れ
る
所
得
額
以
上
に
達
し
た
る
時
‘に
適
用
さ
れ
、
按
除
輕
課
な.：き
財
産
所
得
表
に
つ
い
て
一

K

へ
ば
免 

税
點
以
上
に
ニ
ニ
五
磅
の
所
得.に
到
る
ま
で
は
邀
本
税
率
の
半
額
の
二
志
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
。

三
六
〇
磅

r
i
n

三

磅：

;
.
:四面
〇
礎
！;:

'
五
四
。
膀

.

芄

四

〇

磅

六

四

八

勝

右
の
如
き
.例
に
示
さ
る
、
如
く
、
五
瓦•礎
內
外
.の
所
得
に
到
る
ま
で‘は
、
所
得
税
.が
輕
課
さ
れ
て
居.り
、
且
つ
二
千
磅
を
超
ゆ
る
所

..
 

- 

•

得
に
な
れ
ば
超
過^
得
税
が
併
せ
て
課
せ
ら
れ
る
の
で
ぁ
る
か
ら
、
普
通*附
加

所

得

税

ょ

り

成

る

所

得

税

制

度

_
に
於
て
小
所
得
者
と 

.大
所
得
盏
士
の
間
の
差
別
課
税
が
行
ば
れ
て
居‘る
こ
と
に
な
.る
。
：

：

'

.
':
.
-
'
.
:
:
:

ン

'
'

一
超
過
所
得
税(

附
加
所
得
税)

は
個
人
所
得
に
つ
い.て
の
み
課
税
.さ
れ
法
人
に
は
課
税
さ
れ

な
：；

so
.
個
人
所
得
一
一
千
磅
を
超
ぇ

一

年
五 

百
磅
に
到
：る
所
得
金
額
に
對
す
る
税
率
を
最
胜
と
す
る
超
過
累
進
稅
率
で

‘
る
が
其
最
低
.•.最
高
率
の
み
を
例
示
す
る
。
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膀
ば
雷
}

セ

节

六

片

.
三
七
■•
.五^
.

是
に

&

:

1

觀
れ
ば

..
.

一
丞
一

:/
?
;丨
丸
略
舔
個
ん
靡
得
一
ー
ー

.萬
礙
を
趣

^
る
嫌

^
に
ぼ
て
は
ー
駿
に
首

@
遞
脈

#
税
を
> >
志
、
齋
迎 

所
得
税
を
四
志
、
.J

-K
志

即

ぎ

〇
％
の
税
率I

り
、一

九一:

ニ 0
-
1

年
に
は
五
萬
f

超
ゆ
る
金
額
に
十
二
志
、
六
〇
气
一

と

絮

难

き

裔

•
筆

に
*-
U
、
驗
租
税
制
度
の
ぅ
ち
最
も
證
課
税
の
部
分
が
多I

占
め
て
居
る
の

.
货
あ
'が 

0
.
:
'
.
;
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.
:
.
.
.
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'
:
、
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九
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|九
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_
歡

1
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^
^
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-
^
.
0
0
6

^
.
.
.
一

■:
.
.
:
ご
：
.:
:
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_
米
^

-:
#
の

租

葡

度

の

蕾

亿

つ

い

て

は

.抑
著
-
世
界
歡
後
&
家
財
政
、
第
八'章
I

照
せ
•ら
れ
た
い)

從
て
、

1 |
谓
稅
ぉ
有
す
る
,1
制
度
；の

經

擠

时
•社

-#
的
影
響
を
考
|
す
る
に
は
'.
英
國
の
親
跳
度
を
殊
に
現
恐
慌
前
の
.一
九 

二
五
丨
八
^
の
事
情
に
つ
い
て
湛
>
る
こ
と
が
灌
で
ぁ
り
、
其
故
に^:
邦
稅
制
改
革
の
硏
究
の
た
め
に
、

コ
ル
ゥ
，；
ン
委
員
會
報 

浩
备
に
方
«;
夺

:»
オ—

^
.究
及
^
叙
論
が
特
{€
布
象
_
る
#:
-
考
資
料
と
-な
.る
ど
考
へ
る
の
で.
.あ'.
る
.o
;
.

五. 

V.

•
 

_ ニ
九
ニ
艽
I

七
年
に
於
け
る
英_
所
得
税
の
經
濟
社
#
に
與
へ
.た
る
影
響
を
.考
察
す
み
に
就
てiT
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得

税

轉

嫁

の

.問

題

は

旣

に

此 

定
し
：て
居
る
も
の
と
す
る
。
所
得
税
が
納
税
者
以
外
め
他
人
に
轉
嫁
ず
る
や
否
や
の

fn
l
®
は
セ
リ
グ
マ
ン̂

^
の
硏
究
典
他
に
ょ
つ'て
、 

所

權

税

：ぼ

他
:̂

嚀

嫁

す

る

こ

と

な

く

：、
：
所

得

銳

納

稅

者

の

：負

婿

：と

..なる
と
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
居
る
所
で
あ
るo
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所
得
税
の
負
擔
が
他
に
轉
嫁
せ.ず
直
接
歸
蓍
と
な
る
と
す
れ
ば
、
所
得
税
の
筋
一
次
的
影
響
は
所
得
税
納
稅
者
階
級
に
針
す
る
其
作 

ff
l

lc
i!
:

れ̂
备
#
で
あ
•■る
。
所
得
税
收
入
の
使
敗
せ
ら
る
方
法
と
別
個
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
M
得
税
の
主
要
な
.る
影
響
は
次
の
諸
项 

卧
に
大
別
す
考'

;.
:

.

.
:

…

.
：
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f

砠
は
趴
矶
者
め
經
濟
的
能
ヵ
に
影
響
す
る
。
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•
?
>
.
.
€
#

巧

，消
費
或
は
貯
蓄
の
た
め
に
其
奢
が
利
用
し
得
る
額
を
減
少
せ
し
め
.る
。
，

:
(

：11)

.間
接
に
、
：：：右
の
作
用
に
ょ.り
其
渚
の
努
カ
、
創
意
淇
他
の
範
圍
を.制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。
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1 1
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税

は

.鈉
稅
考
の
.經
濟
的
動
作
に
影
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る'0
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^
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.：納
税
者
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：純
所
樣
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益
怒
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.る
.で
あ
.ら
.
ぅ

-0
'
. _

:.(

ii
i
.

) V
#

者
の棼

：：

'

M

意其
他
の
行
使
に
つ
い
：て影

響
备

；
 

：：

へ

'

:
:'•
'

'

'

:
本
邦
財
耿
.：の
必
然
的
動
：ゅ

赢

.通
：課.税
：の
經
濟
：的
作
，用
に
就
て
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本
邦
財
政
：の
必
然
的
動
：
[>
.
]
.
<
累
遇
課
税
め
_
濟
.的
作
叫
に
就
て
，
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1四ニ
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此
第
二 

I
影
響
#

形

的

影

響

：、
'第
.
l

i名
の
I

理
的
影
響
と
稱
し
得.る
.で
ぁ
ら
ぅC

其
各
•は
貯
蓄(

及
び
其
と
關
聯
し
て 

雙

カ

ざ

、
直
接
に
は
所
得
：の
作
出I

け
ら
れ
又
或
程
度.に
所
得
使
用
の
特
殊
用
途
が.決
定
す
る
所
の
企
業
心
と
齒
聯
しi

る 

ま

ォ

辟

蓄

、
の

を
#
彩
雜
務
'に
應
ず
る
た
め
•に
貯
蓄
す
る
場
合
と
投
資
す
る
た
め
に
貯
蓄
す
る
と
と
と
を
區
利
し
て
沒
く
么
耍
パ

あ

2>
o
.

(

R
e
p-o
r
t
.
p
.
r
l

oo
-
9

) 

. 

,
:
■

コ
ル
.ウ
ィ
ン
婆
員
會
報
齿
書.の
所
得
歡
が
影
響
に
關
す
る
敍
述
呔
、
ノ

 

■
. 

.

(

1
>

所
得
税
と
個
人:
:

.

'

‘

(

I I)

：
所
傅
税
と
株
先
會
社'

;
'
:

」

' -
:

へ(

11
1)

.
所
得
税
と
個
人
靡
業
•
合
名
會
社

.

.の
順
序
を
追
ふ
て'記
さ

れ

て

居

る

0

.

.
：

 

.

« 

- 

• 

V

-•
■:

.

-

.
六

'

全

'1
得

税

と

個<
の

問

題

霉

バ

は
(1
)
所
得
税
が
使
用
人
及
び_
由
職
業
客
の
作
業
及|

業
心
に
對
す
る
|

⑶

所
得
な

の
.謹

と

泰

輩
：®

斋

醤

.
§
響

§

け
て
論
じ
て
管
。

銀
勞
働
者
使
用
人'1.

般
—

蟲

業

■

對
す
る
所
得
税
の
影
響..

此

問

題

を

論

ず

身

先

づ

、
.所

得

音

.勝
ま
で
の
場
合
を
採
る
。
前
述
の
.例
を

以
て
ぞ

た
る
各
場
合
の
免
税f

眢

f

霄

 

f

 

|

|

|
、
醤

ヤ

I

f

 

_
黯

S

 
く
、
し
.か
I

s

率
の
適
用
せ

I

、
專

灶

半

減

f

れ
た

I

率
即
ち

.

翁
^
^
^
^
諸，,

ほ

.

I

踏
に
つ
き
一1

志
で

♦
る

o
'
.
1九
ニ

'五
丨
八
年
贮
は
基
本
税
率
適
用0 ;
點
は
獨
身
衆
勤
勞

_
得
に
：於
で

.は
四
三
ー1
磅
、
、夫
婦
同
席
著 

(

奸
歡
純)

に
あ
？

は
充
跗

0
磅
で
あ
る
ァ
此
税

'率
を
以

..てす
，.る
所
得
税
な
、ら
ば^̂

^

て
所
得
の
減
少
.を
擇
ぶ
こ
と
ほ
な.い
で
あ
6.
ぅ
，

'
-.
.':
'
.

•艽
0
0勝
乃
至.1  
ー0

0〇
磅
の
所
得
が
場
合
ぬ
は
驛
税
の
影
響
は̂
胄

#
給
を
得
て
豸

_
す
る
使
用
人
に

_
す
る
.限
り
は
多
く
判 

然
と
し
な
い
。
斯
種
の
使
用
人
は
營
業
者
の
如
く
に_報
酬
增
減
の

'|11
1接
の
；見

»
に
對

D
て

'努
力

..の
猶
減
を

.測
定
し
得
な
：い
。
斯
く
斯く
，
 

の
租
税
を
以
て
し
て
は
、
ど
の
程®:

'
ま
で
努
力
す
る
む
と
が
傧
ふ
，に
足
る
か
を
論®
ず
べ
き
同

—.
P
理
由
を
持
た
な
い

.。
し
か
し
、
.，所 

得
®
が
其
者
を
し

.て
俸
給
增
加
の
た
め
に
努
力
す
る
し
と
の
：念
を
鈍
が
ら
1 >
め
る
こ
と
な
き
が
の
：疑
問
が
あ
ら
：ぅ
ア 

影
響
を
持
つ
、:-

1方
ぢ
呔
現
逆
：の
俸
給̂-
蠶
食
ず
る

.こ

.と
に
ょ
：り

#
給
の

.墙
加
を
尙
綠
ー
曆
希
望
さ
せ
名
と
共
に
、_

祀
は
其
壻
加

.
 

の
”雙
歌
惯
錄
を
低
め
る
こ
と
ビ
な
ネ
？
斯<
し
て
，>

4、.〇
〇
〇
镑g

收
永
あ
：.る
子
女
三
名
を
奄
す
る
妻
帶
者
は

 
一.

a

K

l六
年
の 

稅
率
に
て
は
八
、1磅
三
志
四
片
| :
支

»
ひ

、
パ

差

引

九

一

，
八
磅
ー

.六
志
八
片
殘
る
こ
と
：に
：な
り
、
更
に
：

1
0
0礤
を
增
す
と
と
は
共
人
に.

 

ど
'.つ..で
は
A

j 一#
六
志
八

.が
の
純

'矶
益
；と
な
，る0

:間
題
は
、
若
し
所
得
稅
が
な
く
其
人
が
純
額.一
〇
〇
〇
磅
を
得
て
居
る
と
し
た
場
合

■  

&
—-

0 '
〇
齋
に
比
し
て
、
、：此
八0
磅
の
i t
加
ゆ
其
者
か
ら
觀
：て
價
篇
な
き
も
の
：で
あ
ら
ぅ
か
否
か
の
間
題
る
。
所
得
税
が
自
己 

の
.現
在
の
所
得
を
減
少
せ
し.め
る
作
用
は
ー
其
漭
の
最
も
：明
酸.に
知

る

：
事

柄

で

：あ
，
り

3

等
か
の
有
窖
な
を
影
響
灯
あ6

#る
ど
は
吾
人
0:
疑
：ふ
所
で
.あ
る
？
假
り
.に
磘
觉
_

の
：使

用

人

に

對

：し
て
：
何
等
か
.此
秫
の

，
_

一；'

般

的

影影
 

徵
あ
わ
^
し
て
も
共
は
重
要
な
ら
ぎ
る
も
の
參
あ
る
ヵ̂郜
又
は
全
部
ご
步
合
手
—

制
度
に
ょ
夕
て
勞
働
す
る
客
は
確

求
部
財
政

'の
：必
然
的
動
柯.ど
梁
迪
獻
税
：の
經
濟
的
作
用̂
就
：て.
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る

漭

よ

り

も

努

ブ

士

其

努

力

れ

報

攒

と

を

比

較

す

る

場

合

：が

：
一
：
靥
，多

.い
こ
と
は
錄
な
：い0
し
か
.し
概
し
て
、
經
驗
あ
る
，此
屮
曆
莖
連
の 

^
得
に
あ
る
A'
-
'が
、
凡
ゆ
る
機
會
蓄
へ
て
好
況
省
年■
.
ふ
限
り
多
く
.の
總
收
益
：を
擧
げ
や
ぅ
と
す
る
と̂
 ̂

所

.̂
税 

に
よ
つ
て
妨
げ
ら4
や
ぅ
と
’呔
考
へ
ら
れ
な
い0
_仉
職
業
盏
に
あ
<>
て
は
、
幽
己
：の
讀
に
値
す
る
や
否
や
に
就
で(0
|

忙 

• 

作
業
を
な
す
も
な
ざV
る
も
自
技
.で
あ
る
o
從
て
或
程
度
^ :
'で
租
税
.に
よ
.つ
.て
.妨
げ
ら
れ
る
と
と.も
あ

^
ぅ
。
し
か
し
他
方
に
極6
て

® 

M

0

X 1

费
の
.努 

力
を
要
す

I

合
に
は
、

j
:

勝
の
'努
f
 
I
で
あ

l
o
.善
磅

乃
至
；ニ
千
勝
の
盟

f

と
つ
.て
は
、
大
I

僧
値
を
有
し
て
.
f
 

o
.
.

自

蟲

業
■

自
己
：の
仕
事
に
つ
い
て
の*跸
心

等

を

別

と

し

.て

鑛

濟

的

見

地

y

 

^

 

| 

て
も
.
、
.
所
得
税
が
其
人
の
作
業
を&
U或
は
其
餘
峻
を
犠
牲
と
せ
し
む，
.る念
を
^
^

其
人
の
努
力
を
抑
制
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

一
僚
高
給
の
地
位
を
¥

甘
る
こ
と
が
多
い
ス
这«|
職
業
に
於
て
頭
灼
を
現
は
乙
て
居
る 

一
 

人
々
は
金
蘇
的
斯
機
以
外
の
他
の
原
因
に
，よ
つ
て
動
.か
さ
れ
て
其
能
カ
の
全
部
を
倾
倒
し
て
，料
己
；の
仕
事
を
行
つ
て
居
る
こ
七
は
廣
く

說
ら
な
い
^
で
あ
り
、
從
て
所
得
税.の
影
響
も
少
な
.い
。

，，
 

,

'

1

所
得
の
_

廣

級

：S

つ
.て
、
使
用
人
及
び
A
蟲

春

の

負

擎

る

所

置

は
_

の
人
々
Q

H

S
心
益
し
て
何 

靈

大

I

影
響
は
な
い
も
の
と.結
論
ず
る
o
所
得
税
は
其
等
の
入

.々
.の
劈

を

妨

げ
I

所
得
：に
即
ち
義

齡

^

大
I

影
f
與

I

I
い
。

.假
令
大
獲
後

S

ハ
命
に

.は
I

か
8

響
が
あ
つ
奢
し

I

'
國

本
^
財
政
の
必
..
敝
的
胁
.1'
*
1
>

」

.
進̂
撒
秘
.の
.織
.濟
胳
作
.用
に
就
'て
. 

^
-
0 (

ニ
5
?
.
ー
ン
、
ノ

の
粗
税
に

.習
熟
す
る
に
到
及
、i

に
税
率
は
著
し
く
輕
減
さ
、れ
で
來
於
の
：で
あ•る
か
ら
、
J N
:ハ
影
饗
も

.

1

部
は
消
減
し
た
も
が
と
認
办 

る
？(p.  12§

:_:l

s i)  

:
:
:

(̂
，
所
得
税
の
进
腮
と
生
活
標
準
。
五
百
磅
ま
で
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
が

.課
税
さ
，る
、
點
は
、
前
揭
獨
身
客
、
妻
帯
奪
の 

脉
產
脱
得
勤
！R«-
t
:co
*
各
々
の
場
合
it
つ
.い
て
示
し
た
る
如
く
、■
本
税
率
の
適
)|
]
せ
ら
る
、
所
が
：少
な
い
の
で
あ
る
。
從
て
假
令
芄 

育
镑
ま
す
の
服
得
激
に
上.つ
.て
.支
拂
は
る
、
所
得
響&
大
部
分
が
消
費
に
費
さ
、る
べ
き
資
金.ょ
0
坐
ず
る
と
し
て
も
、
其
等.の
入
.々
の 

坐
汲
檄
準
纪
對
ず
る
所#'
税
の
全
部
の
影
響
の
迆
し
き
も
ゆ
あ
り
と
ば
考
へ.ら
れ
な
い
。
'
:

■五
百
礎
瓜
至
ー
千
磙
の
敗
得
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
に
、
七
百
磅
以
上
の
.所
得
に
於
て
は
財
産
所
得
た
.る
と
勤
勞
所
得
た
る
と
を
問 

は
ナ
各
苗
驗
に
グ
如
て
の
所
得
耽
額
の
增W
は
.獨
身
考
に
#
し
て
も
妻
幣
衆
に
對
し
て
も
全
く
同
令
で
あ
る
。
所
得
額
咐
加
の
阪
界
效 

肝
は
妻
#
者
に
對
し
て
ょ
り
も
獨
身
盏
に
對
し
て
は
明
か.に
俾
い
も
の
と
、
ぃ
即
ち
各
西
磅(6
增
加
忙
つ
‘い
て
獨
身
者
0
納
税
.カ
は
_
帶 

坐
沾
者
ょ
o
も
遙
如
に
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
從
て
瑰
行
所
得
齊
：
一：
九
ニ
五
丄
ー
九
年
度

)

は
瓦
西
磅
乃
至
1
¥
磅
程
度
の
所
# 

^
於
て
ぼ
翁
衆
者
広
對
し
て
ゼ
り̂-
妻
帶
盏
に
重
き
負
檐
と
农
る
。.;
:

.

,
*-
#1
'な
.る
，程
敗
ま
で
所
得
耽
水
實
際
虼
坐
活
標
準
に_

を
加
へ
へ
る
こ
と
：

.に
な
.る
か

は*>
或

程

度

ま

で

消

费

減

少

の

..ー
般
的
傾
向
は 

和
つ
て
も
、
§

#

i
々
の
異
れ
る
場
貪
に
ょ
つ
て
限
宛
さ
れ
も
。

s

其
個
人
が
毫
も
貯
蓄0
努
力
を
な
さ
#
、
自
己
の
純
所
得
の 

限
！
^i

で
消
费
.す
る
を
常
と
す
る
場̂

ち̂
赴
税
が
低
減
さ
れ
て
釔
此
猶
費̂
變
り
だ
き
場
合
、(2
)
.典
個
人
：が
生
命
保
險
料
支
拂
の
偾 

.翁
於
■あ
苓
が
：、.
^
祖̂
敗
が
遙
か
に
§
^
さ
板
.た
.と
^:
て
:̂

生
命
保
險
料
，以
外
に
は
少
し
，も
貯
蓄
せ
ざ
る
場
合
ぺ
(3
)
此
«
の
卖
拂
の
負 

•本
邦
財
政
の
必
啟
盼
瞰
旳
之
果
進
陳
税
み
紙
漱
时
作
阶
に
就
て
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に
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芸

(

二
四
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'

I
 く
し
.て
高
度
の
貯
幕
を
行a
、
所
得
S

自
已
：の
.貯
蓄

に

盡

？

と
象
來
る
f

豪

f

b1
繁

^

I. 

I

 ず
る 

I
 

_

|

 

苌
 

l

,

f

 

t

l

i

l

l

f

 

l

i

i

f
 

tき
f
 

i
く

の

$

s
企
S

場
f

等
f

る
，
：t

す
■

以
^

.

.
の
i

,

i

l
生

屢

準
f

.
響
I

る
。
.
f

‘

質
f

の
の
み
で
|

こ
と
も
あ
I

が
ゾ
髪
に
g

て
ば
其
影
響
は
i
深
刻
で
，I

ぅ
。
中
所
得
s

雲
は
自
己
家
族
の
夺 

.
來
Q

S

Oた
めH

節
約
S

く
I

力
I

ふ

こ

き
f

す

る

。
：假

令

所

得
f

入

竺

部

！ 

.

，•
I

f
 

•
.

相
當
有
力
な
る
傾
向
を
#
せ
馨
を
得
な
い
も̂
と
考
^

'  

ニ
 

I

を
超
ゆ
る

®

を
莩
る
人

5

ょ
っ
て
支

f

る
所
得
稅
及
び

.超
過
所

_

級
と
.し
て
'の
其
等
の
人
々
に
：還
流
す
る
，
此
|

移

轉

慶

は
納
馨
の
所
得
S

ず
る
I
 く
同
じ
く
番
i

f
薇

I

■

る
o
'賤
#
:質
所
得
—

^

如
H

れ
る
I

ば
苛
重
な
も
の
I

い
々
.超
瓶
所
得
税
納
者
驚
：のf

公

使

利

子

が

他

め

つ

て
’支
拂
は
る
、
所
得 

税
忙
ょ
つ
そ
支
辧
さ.れ
.る
場
合
：に
呔
、
：
彼'等
の
；
肌
得
は
：變

際

に

增

加

ず

：
る

こ

<?
:
'
:
に
^
る
0
;-
.

:

:

:

‘
.

••
■
■•ぃ

.
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，所

得

税I

I
、
f

i

0

0
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m
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r
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j

l

l
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i
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l
l
l
l
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,
|
1
!
1
,
.
,
'
-
.
-
.

.

.

.

.
i J
;
J
.

右

犠
独
を
坐
ず
る

0
.勤
勞
所

#-e
g

分

ノ
ブ
撤
除
资
究
へ
最
高
檢
歐
額
を
ニ
五
ひ
磅
と
す
る
ゾ
に
よ
‘
街
恕
_
課
は
を
部
1|
;
'
勞

所#-
-
-れ 

，•馨
と

全
.部
財
產
所
得
な
る
#
と
の
納
税力
，

Q

相
異
を
示
す
に
全
く
充
分
で
な
い
。

111

千
，磅
或
は
四
千
磅
の
所
得
ぁ
る
子
女
を
有
す
る 

窭
帶
者
の
檐
税
办
も
做
ほ
獨
冴
考
に
比
じ
て
遙
か
ぬ
少
把
い
。

最
高
位
の
所
得
に
關
し
て
は
納
税
寄
の
個
人
坐
活
檩
準
に
對
す
る
所
得 

税
办
影
響
に
關
し
で
は
殆
ど
論
少
る
に
及
ば
：な
い
。
北
ハ
貯
蓄
に
對
す
る
影
響
が
茁
要
間
題
と
な
る

0
若
し
產
業
的
方
商
な
し
と
す
れ
ば
、 

理
論
上
、
.租
稅
は
旣
.に
達
し
た
る
所
よ
り
も
高
度
に
累
進
さ
る
べ
：
.き
管
で
'ぁ
る
。
し
か
も
產
業
的
見
地
が
最
名
筮
要
で
ぁ
り
、
從
て
單 

に
個
人
的
生
活
の
見
地
，のが
を
考
察
す
る
を
要
す
ると
す
れ
ば
•
ど
の
.點
ま

で
梁
進
を
進
め
て
適
當な
り

や
を
示
す
に
は
及
ば
な
い
の 

で
あ
る。

'

■

:
:

 

.

.要
之
、
小
所
得•

中
所
得
の
範
阖
に
於
て
は
確
定
貨
幣
所
得
を
有
す
る
者
は
或
場
合
：に
は
損
害
を
受
け
る
0
更
に
中
所
得
の
範
閱
に 

於
て
租
税
は
比
較
的
筑
く
妻
帶
客
の
免
擔
と
な
る
。
所
得
税
を
一
の

^
■

の
，要

因

と

し

て

見

れ

ば

、

.

.一階
級
と
：し
て
所
得
税
納
税
者
の 

生
活
標
準
に
踮
迫
を
加
ふ
る
多
少
の
傾
向
ぁ
る
こ
と
は
疑
は
な
い
が
、
所
得
税
の
ぅ

ち

_

の
人
々
の
所
有
に
ぁる
公
侦
利
子
に
充
當 

さ
る
\
部
分
は
堪
.に
彼
等
の
間
の
移
轉
に
す
ぎ
ず
、
所
得
税
の
影
響
は
其
收
入
の
.多
額
な
る
こ
と
，に
よ
り
豫
想
さ
れ
る
よ
り
は
少
な
い 

‘の
で
ぁ
る
。
公
偾
利
子
の.た
め
..の課
税
.は
北
ハ
自
體
單
な
る
移
轉
で
ぁ
る
が>
,實
質
‘的
所
得
の
缺
乏
を
隱
蔽
し
て
居
る
。
生
热
檩
準
及
び 

貯
蓄
が
碁
ど
する
，資
源
を
增
加
す
る
と
と
な.く
し
て
、
社
#
の
名
目
的
所
得
を
膨
脹
させ
る
。

1
1日
す
れ
ば
社
#

は
彼
等
の
戰
偾
投
資 

、.に
よ
づ
で
は
' 
若
し
不
生
産
的
公
债
が
生
ず
る
こ
と
な
く
彼.等
の
貯
蓄
が
續
.い
て
生
產
的
事
業
に
流
入
し
た
と
す
れ
ば
獲
得
し
得
る
や 

、ぅ
な
、
何
等
.が
の
實
質
的
收
入'を
得
’て
居
：る
の
で
は
.な
^
。
其
自
體
：の
麻
将
を.生
ず
る
此
實
質
的
富
の
缺
乏
が
、
消
費
力
及
が
貯
蓄
力 

.本
邦
财
政
の
必
然
的
勤'
2
>
/
累
迎
課
税
0
經
濟
的
作
用
に.就
'.て
 

：五
し
一
 

<11
四
一

九)



木

蓮

政

V

A

i

.辑
の
.

1
的
作
用
1

て
. 

■
 

i
 

3
四
1
1
.
0
0

を
制

|

1

_
麗

と

し

：てQ

所

I

I
實

て

翁

I

I

:
麗

所

得

I
納

I

意

S

自
f

支

拂

窘

^

公
偾
利
子
倉
る
所
得
の
部
分.は
消
费
カ
或
は
貯
蓄
力
を
表
ば
す
も
の
で■は
決
し
.て埃
い

o
. 

(

t
 

，句

I

税
I

蓄
.
1す
'る
影
響 

春

磅

ま

で
.の
所
得
：I

合
'広
つ
い
：て
見
れ
ば
、
祖
税
.の
大
部
分
は
I

な

く

ば

藥

に

'
.

用

ひ

翁

べ

身

金

よ
|

霞

れ

V

S

I

Iへ
，や
う

9
此

.限
I

着

は

I

I
少
：し
な
い
。
しt

I

Q

I

I

じ
き
人
々
の
-出
の
I

獎
脚
特
崖
ま
し
き

こ
と
'裏

ふ

點
f

す
れ
ば
、

其
等
の
.人
々
の
貯
蓄力
を
妨
げ
る
も
の
は

I

を
よ
し 

と
す
る
。 

.
:

g

碎
I

:
一：千
S

程
度
の
所

f

つ
い
て
は
、
C

の
.四
種

1

合
の
.如
く
⑷

の
貯
蓄
$

加
す
る
.こ

含
 

り
、
一

I
く
は
s
、
g

如
く
貯
蓄
に

影
響

.そ

：大
多
数
の
場
合
に
は

S

如
く
節
約
が
行
は
？

に

も

拘

^

佑
备
盔
拾
度
ま
で減
少
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。
節
約
の
刺
戦
は
特
に
旣
礬
の
場
合
に
强
い
。

し

か

し

浩

し

霧

を
す
れ
谅
び
其
收 

入
に
つ
い
て
.

i身

癥

志

ば

.な
ら
な
いこ
と

I

れ
ば
f

の
I

系
抑
制
蒙

、

こ
と
な
き
か
の

簡
も
あ
る
が
、.

1其
個 

人
の
先
蒼
如
何
5

る
。.

中
程
度
の
.所
得
I

I
は
、尔
々
め
利
子
に
つ
い
て
よ
り
は
、
自

已
_の
.獲
し

傅

る

資

本

額

の

こ
と
を
多 

•く
考
へ
て
居
る
。.璧

攻

I

的
は
將
來Q

.

必

雪

備
へ，
て

馨

す
I

.と
で
、
所
得
税
は
其
人
の計
算
に
は

f

入
I

い
で
あ
ら 

う

五

S

ノ
3
1笔

象

度

の

*

^

得

者

は

■

，

此

程

度

妄

る

馨

霞

、
近
き
將
來
裕
と
な
る
匕
と
を

h

的
と
す
る
よ 

り
は
I

篆

のa:

的
を
以
で
導
し
投
資
すI

常
と
す
ふ
。

故
に
其
投
資
によ
る
所
得
へ

の
將
來
の
.租
税
が
其
人々
の

I

I 

等
I

し
き

程
度
|

げ
る
こ
と
は
な
い
であ
f
 

I
管

れ

号

似

点

よ
つ
て
、
.五
西

勝
I

一
 

I

慶

の

所
I
.對
す
る

I

M

h

.

.

:

r.r: 

r

 

r

h

:

卜

丨

丨.

M
-
-
-
-

,
-
-
1

1

1

.
_
_
_

r

所
得
稅
の
心
理
的
影
響
は
妨
辔
と
な
ら
な
い
、
- ;
明
か
に
消
費
の
減
少
を
促
進
す
る
と
云
ふ
結
艰
に
達
す
る
。
し
か
し
投
資
の
た
め
の
貯 

蓄
の
努
ヵ
檢
加
は
經
濟
妁
慨
力
の
減
退
に
よ
っ
て
打
消
さ
れ
る
所
が
多
い
。
所
得
稅
の
與
ふ
る
損
害
は
其
有
形
的
影
響
、
.即
ち
貯
蓄
を 

な
し
得
る
所
.の
所
得
が
直
接
.に
減
少
す
る
こ
と
に
ぁ
る
。
此
影
響
の
力
を
测
定
す
る
に
は
、
所
得
税
よ
り
受
け
る
公
偾
利
子
に
つ
い
て 

充
分
：の
斟
酌
を加..

へ
：ね

ぼ

な

ら

な

い

。

し
：か
し

 

>
:
究
極
の
結
來
と
し
て
は
、.殊
に
所
得
鍵
率
が
興
最
高
點
に
ぁ
.つ
た
大
戰
直
後
の
數
华 

に
は
•：：
：
：
貯

蓄
0
極
め
て
箸
し
き
損
先
が
ぁ
っ
た
に
相
違
な
：い
と
.考
へ
る
0
.
: 一
 

：
 

. 

•

.

L
一
午
磅
を
超
ゆ
る
所
得
者
に
っ
い
て.は
ク
高
度
の
累
絶
課
税
が
貯
蓄
を
蠶
食
す
る
所
が
大
で
ぁ
：っ
て
も
、
同
時
に
此
超
過
所
得
税
納
：
 

税
者
階
級
の
：
人

：
々
：

^
よ
.つ
.て
收
得
せ
.ら
れ
，る
極
め
て
多
額
の
公
偾
利
子.勢
る
こ
：と
擧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
公
愦
利
子
が
他
の
階 

紙
に
.よ
つ
.
.て
安
拂
は
れ
る
所
得
税
よ
り
吏
錄
せ
ら
れ
る
限
り
に
：於
て
は
、
超
遽
所
姆
税
納
税
盏
階
級

0
貯
蓄
カ
の
增
加
を
坐
ず
る
。
其 

人
々
，自
身
の
：支

挪

ぶ

租

税

よ

り

友

辨

さ

.る
、
と
す
れ
ば
.、
其
®
税
自
體
は
單
な
る
移
轉
で
ぁ.つ
.て
、
.何
等
貯
蓄
力
減
少
の«
te
を
負
ふ 

も

；の

で

灶

な

い
:0
但
し
貯
蓄
カ
の
不
足.缺
陷

を

表

：
示

す

る

も

の

で

ぁ

る

.こ
：と

は

旣

に

前

艰

宋

に

說

明

し

：た

所

：で
ぁ
る

0 
ニ
千
磅
以
下
の 

所
得
め
場
合
.よ
り
も
、
此
場
合
に
，は|1
1

に̂
よ
る
現
在
所
得<0
減
^\
は
努
カ
を
_
戟
す
る
こ
と
^
な
く
、
ま
た
所
得
が
貯
蓄
さ
れ
.た
る 

場

合

の
將
來
の
：
課

稅

.の

.豫
侧
は
ー
：曆
貯
蓄
を
妨
げ
る
影
響
を
持
っ.°貯
蓄
の
努
カ
增
加
の
反
動
的
傾
向
も
、
.例
へ
'ば
殊
忙
ニ
ヰ
磅
乃
至̂ 

一
萬
磅
の
所
得
に
つ
き
又
太
個
人_
業

に

つ

：
い
て
は
、
相

當

認

め

：
る
こ

.
iも
出
來
る
：。
し
が
し
膂
通
所
得
税
と
超
過
所
所
税
七
が
：結
合 

し
て
.個
人
所
得
：.の
：
最

高

部

分

に

適

用

さ

‘る
，X
税
率
を
以
て
し
て
は
貯
蓄
の
，純
收
益
を
著
し
く
減
少
し
、
ま
た
富
裕
な
る
投
資
家
は
一
般 

に

獲

得

：し

锝

る

純

收

益

忙

よ

：つ

.て
左

右

さ

托

る

匕

と

が

多

い

の

，で

^
る
O
X其
實
際
の
影
響
は
個
人
的
心© .
に
左
有
さ
.れ
、
.又
お
.の
程
度 

本
邦
財
政
の
必
然
的
：動
洵
ミ
累
迪_
稅
：の
鸫
濟
的
作
用
に
鍊
て
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’本
#
:財
政
の
：.必
：然
的
動
向
ミ
累
通
睐
秘

.の
：：經
濟
的
作
用
；に
韓
て

 

五

六

C

1ニ
ニ

ま
.甚

f
襄

欝

產(III).'

歲
ほ

^ ̂

Q

投

資

美

®
ず

る

こ

南
i
:か
を
云

4
1
:は
困
推
で
あ
香
、
f

，益

傾

向

は過
：：

重
視
さ
れ
名
危
險
が
あ
ち.ぅO  

•
:
:
へ

ゾ

r
 

f

:

要
之
：.

_
馨

湯

す

嘉

得

税

の

有

害
I

影
響
ば

.、
音

磅

ま

で

左

程

-K

で
翁
と
は
考
'へ
ら
し
ょ 

'い
o
:

:

著

磅

乃

f

.
千
霞
度
の

I

に
つ

$

^
る

.誉

の11

千
，
磅

を

超

ゆ

：
る

覉

の

場

合

.

％
綦

響

■

遺

要

A
な
る
ゃ
所
得
税
と
相
並
ん
で
、
又
貯
蓄
カ
讀
の
一
■要
因
と 

し

道

S

別
す
看
と

.の
羅

I

は
、i

l

の
8

1
て
は
|

忙

何

繁 

.は
す
べ
，
て.：I
變
作
用
す
る
が
：殊
に
蓮
所
得 

I

ば

關

稅

物

農

寶

幾

分
.現
は
れ
る
。

i

i

l
の
大
部
分
は
遺

'が
國
愤
所
有

f

の
利
子
支

f
 
I

I
れ
ば
、
殆
ど
：貯
蒙
餘
地
な
き
極
め
そ
多
數I

所
得

f
り

貯

蓄
力

の

遙
か

に

f

 

な
る
倘
人
又
は
裏
へ

•

要
な
る
移
轉
を

,

る
。
小
所
得
の
導
する

I

の

囊

の
i

分

は

^

租
税
な
く
ば
或種
の

消

费

貨

 

:

物
に

f

i

l

s
金
ょ

I

拂
は

t

o
反
之
、
公

.

I

で

貴

，
公

愦

響

の
f

s
恐

^
く

I

額

の

殆

ど

全

部

は

再

び

s
i
o
-
-运)

七

_

,
S
1般
鐘
よ
り
の

.資
本
の
供
給
。
個
人
の
企
業
心
及
び
貯
蓄
に
学
る
其
影f

旣
に
：，

貯
蓄
.は
株
式
#-
社
よ
り
見
れ
ば
資
本
む
供
給
を
な
し
て
思
る
。
茲
に
特
に
V 

. 

( 

a
¥蓄
さ
る
ベ
き
所
得
の
働
人
め
間
の#
-分
配
に
f
 

V

 

.

(

;b)

貯
蓄
の
純
收
入
の
減
少
に
よ
り、
_

( 

C

)

-#
社
よ
り
個
人
へ
の.聍
蓄
カQ

移

轉

，に
よ
り
、
或

は

?

0ー
 
般
納
税
漭
よ
り
利
子
坐
沾
箸 

へ
の
貯
蓄
力
の
移
轉
に
よ
つ
て
投
資
の
方
向
に
有
力
な
る
影
響
あ
り
や
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
，

S
。 

,

.

,

.

 

:

.

(

a )

所
得
税
は
、
其
が
公..
偾
利
子
の
.支
拂
に
充
用
さ
る
ゝ
限
り
は
其
反
抗
運
»
は
あ
る
が
、
比
較
的
大
所
得
を
明
か
に
低
下
さ
せ
る
。

.
 

.

.

. 

.

. 

-

•

 

• 

. 

, 

, 

- 

.

.

.

. 

.

.

. 

•
 

.

其
限
り
に
於
て
は
中
所
得
小
所
得
に
宿
利
な
る
聍
蓄
カ
の
砰
分
配
を
行
ふ
。
中
所
得
の
人
々
は

、
.一'階
級
と
し
て
自
己
の
貯
蓄
高
を
維 

持
す
.る
た
め
に
特
別
.の
努
力
を
な
す
が
、
通
常
安
金
な
る
途
を
擇.び
、
，
生
命
保
險
の
形
態
に
於
け
る
貯
蓄
を

1

般
貯
蓄
よ
り
も
採
る
觀 

が
あ
る
。
安
全
を
選
ぶこ
と
は
小
所
得
者
に
於
て
一
曆
著
し
く
な
る
。
所
得
税
の
水
平
的
傾
向
は
！
！
要
さ
る
、
株
式
の
種
類
に
相
當
有 

力
な
る
影
響
を
與.
.へざ
る
.を
得
な
い
。
其
作
用
す
る
限
り
、
產
業
牌

H

比
し
て
信
託
株
に
，幾
分
の
：利
益
を
與
へ
、
商
業
株
に
於
.て
.は
比

較

的

投

機

性

少

，な

.き
株
式
證
券
に
幾
分
有
利.と
な
.る
に
相
違
な
い
。
.
，

：

：

'
、

：
:
'

+
• 

.

.

.

.

.

.

.

. 

< 

- 

- 

.

.

.

.

.

.

:

(

b)

純
收
益
減
小\

の
豫
测
は
、
自
己
の
危
險
を
分
散
し
得
る
富
裕
な
る
投
資
家
に
し
て
ま
た
多
額
の
資
金
を
投
機
的
事
業
に
も
投
ず 

'る
こ
，と

が

出

來

る

人

に

、
，
恐

ら

く

主

.と
し
.て
.影
響
す
る
0
.で
あ
る
。

彼

は

，：

S

己Q

資
金
に
つ
い
て
獲
得
.し
得
る
純
收
益
に
自
然
多
大 

.

.
,
の
注
意
を
拂
_ふ
0
筑
税
に
よ
つ
て
自
己
の
配
當
の
減
ル
ノ
す
る
こ..と.の
豫
测
は
自
己
の
投
資
，に
對
す
る
總
收
益
增
加
を
希
望
を
生
ぜ
し
め 

る
。1,

方
'に
ま
：た
、
損
失
を
受
け
る
：可
能
性
あ
る
こ
と
を
考
^
す
れ
ば
、
&

の̂
*
き
場
合
に
、比
し
て
、
高
率
の
收
益
も
誘
引
力
に
乏 

し
く
な
.る
。
相
反
杭
す
る
傾
向
が
對
立
す
る
が
、
，其
相
對
的
勢
カ

」

に
つ
.い
て
は
諸
說
が
異
つ
て
員
る
。if
t
も
危
險
な

る

形
態
の
翦
業
に 

.

.關
し
.て
.、
斯
得
税
及
び
超
過
所
得
税
に
よ
る.現
法
：
の
所
得
の
'減
少

は

、.投
機

の

成

功

に

よ

.る
所
得
の

.減
少
の
豫
测
と
合
せ
て“
太
體
fc 

:
:
.
本
邦
財
政
.
.の^
然
的
動
向
ざ
梁_
課
；税
の
.經
濟
的
饰
用
'に
誠
て
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a
s
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保
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馨

繁
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M

M
 

い
I
 

f

。
斯
る
講
に
ぁ
つ
て
は
、
收
益
率
の
增
加
せI

f

投
機
I

の

|

丨
？

_

|
ぞ

|

る
|

|
る
。|

は
株
式
2

へ
の
_

|
ず
|
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讓

|

1

衆
の
靡
し
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!
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l
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っ
て
行
l
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な

慕

響

が

翁

ぅ

。

斗

.
•
：
小

投

資

家

は

む

欠

影

響

を

受

け

I

々
の
少
な
い
も
の
と
浮
れ
る
。

 

/

S

會
I

個
人
へ
.の
I

力
の
，

i

i
、
'一
 
種

の

讓

そ

他

の

囊

顏

を

轉

向

せ

し

め

るに

つ

い

て

の

1

を
 

I

す

冷

1

1

さ

督

^
刺
益
H

名

て

I

さ
れ
I

、
t

l

f
が
公
愤
f

し
て
f

さ
る

P

 

に
.於
I

I

さ
れ
た
資
含
一
部
は
W
び
產
業
に
復
歸
す
.
Iぁ
I

し
か
し
、
I

s
業
が
其
.の
雲

I

め
る
た
め
，に 

I

に
到
め
ざ
る
を
得
な
達1

、
旣

に

藤

立

：
の

竹

く

關

係

職

I

廣

い

議

と

の

競

郁

に

不

利

な

る

立

場

に

I

。

公

览

『

有
者
は
普
通
の
投
潰
家
よ
り
も̂
遥
で
多
り
、
無
名
の
事
業

K

投
資
す
る
を
甚
ば
な
い
：傾
き
が
办
る
と
す
れ
.ば
其
結
粜
は
一
朁
促
進
さ 

れ
る
で
1

'^
ぅ
0

;5
1

に
顧
冰
的
谨
.耍
な
石
轉
向
}
し
.て
外
國
株
式
へ
の
轉
向
、.植
民
地
株
式
へ
の.資
本
流
入
の
危
險
が'あ
る
と
S
ふ
。

.

し
急
激
炎
る
償
還
を
な
さ̂

!

：0

現
.行
減
偾
_
金
制
度
に
於
て
.は
、
重
大
な
る
資
金
の
對
外
轉
向
も
、
又
，は
株
式
#
社
に
關
す
る
限 

办
比
較
的
無
名
の
事
業
よ
り
、荷
名
な
る
種
類
の
も
の
に
^
し
き
#
向
が
あ
る
と
；は^
へ
な
い
の
で
あ
る0

.

、

(

d)

_
子
生
活
漭
へ
の
貯
蓄
力
の
移
轉.公
债

爾

有

盏

、
利

子

生

沽

衆

は

丼

本

質

上

む

し

ろ

：不

熟

練

の

：企

業

心

^
乏

し

き

性

質

が

.あ 

■る1K

ふ
.

一

般
k
根
木
的
顧
念
命
あ
るo
レ
ィ
ト
‘ン
氏(

^

^
§〕

は

結

論'<?
:

_し
て
、
.租

税

制

度

は

利

子

坐

活

容

階

級

に

富

を

移

す

こ

と

に 

よ
り
坐
じ
た
る
把
藉
を
企
業
御
投
资
の
形

/1
よ
り
.も
む
し
ろ
安
.全
な
.る
投
資
'に
轉
向
せ
し
め
る
に
つ
き
幾
分
の
影
響
を
有
す
る
、
と 

.

.沄
ふ

..
°
し
か
し
、，

此
规
吿
書Q;

多
數
意
見
は
、.
.現
行
祖
税
制
度( 一一，；!

1
1
^
:

に
よ
る
.公
愦
所
荷
諧
へ
の.所
得

■•資

本

の

移

轉

が

ー

蓝

接 

.税
と
間
避
我
と
が
其
作
用
を'.
&
す
が——

艰
ル
て
何
等
か
め
有
カ
：な
る
影
響
あ.る
か
：を
疑
ふ
の
で
あ
る0
,共
移
轉
が
、
.多
數
の
戰
前
の 

，
利

子

生

栖

盏

の

财

蓄

力

減

退

を

平

均

せ

•
し

め

る

こ

.
‘

と
：
以.上
'の
.作
;|
3
あ
.り
と

す

錢

吾

人0.
意

外

と

す

：る
所
_で
あ
.る
.；と
«

要

之

、

以 

上
.の諸

®
！! ！

に

遊

く

投

，
資

：
の

.，方
向

に#
す
る
所
得
税
の
影
響.は
假
令
投
機
的
事
業
に
：
'つ
い
て
或
.る
障
©
あ
り
と
^
て
^
、
.金
く
輕
微
な 

る
影
響
を
有
す
る
に
す
ぎ
ざ
る
も
の
と
認
め
る
の
で
あ
る
。

(P...141-44V

而
し
：.て
資
本
供
給
に
對
す
る
所
得
税
の
影
響
に
就
て
は
.、
所
得
税
は
最
近
數
年
間
に
於
て
產
業
を
し
て
株
式
資
本
調
達
を
實
際
に
困 

*
农

: ^
: b
め
た
^
は 
一

K

ひ
灘
い
も

.の

.と
し
て
次

0
:浪
ブ
ー
ソ
.
ン

の

說

明

に

同

«
ず

^

希

一
れ
ば
、
，
«
の
意
味
.に
於
ヤ
若
午
.の
.資

本の
欠
泛
を
現
は
す
と
も
1
,瑰

在|€
於
そ
.は
旣
設
生
產
鼓
備
の
運
轉
.の

た

め

.

.
か

新

生

產

設

備

の

述
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へ
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 霞

1

1

1

”

.經
營
觉
し
き
を
得
て
：居
る
場
合
に
は-'
高
率
の
所
得
稅
.に
•よ
.つ
.て
、
積
立
金
問
題
忆
關
す.る
健
實
.な
る
政
策
を
離
れ
る
：こ
と
は
な
く
、 

配
當
そ
犠
牲
と
し
て
名
積
立
金

「

を
維
持
し
.て
；居
る
と
考
ふ
見
解
に
同
意
す
る
。
へ、，
：
'
' .、

.

.

■ .
■■
:
 

.

,
■. 
•

ン
,

:
然
ら
ば
、.實
際
.に
配
當
金
ょ
々
保
留‘さ
：れ
た
.る
利
益
.に
所
得
税
が
課
せ
：ら
れ
た
る
場
合
に.，其
影
響
如
何
が
主
要
問
題
と■な
冬
？
^

 

:積
立
金
"に
塞
本
税
率
を
以
て
課
税
ず
る
乙
士0
可
茶
の
問
題
は
、
公
进
、
社
會
に
對
す.る
產
業
的
利
害
、'國
庳
の
必
要
、
：他
の
代
策
の
寶 

行

牲

等

の

見

地

よ

り

考

察

す

，
べ
き

.で
ぁ
：る
。
公
班
の
間
題
は1ー
形
態
吃
琪
は
れ
る
が
：、

..
;
.
.
ー
_は
.焖
々
：0稞
主

間.の
：比
較
で
あ
.り
、
他

は

異 

名

事

業

間

：の
：
此
較
で

#
る
。
第
.！
の
點
：に
關
^
て
'社
ク

會
社
積
立
：金
は
：大

小

種

>

羅̂

を

有

す.る
株
主
：の
#

^

發

的

貯

蓄

を

な

す

も 

.の
で
.あ
：る.こ
4
に
注
意
す
：
べ
务
で
あ
％

;
:從
：て
隹3
意

志
.に
よ
つ
.て
貯
蓄
ず
れ
ば
或
苕
 

他

 

,め
者
放
弗
減
さ
れ^
る
税
率
を
適
用
^
れ
ハ
ま
た
^
税
さ
れ
务
者
も
ぁ
る^
セ
あ
る
::
.0
#社
が
^

|の
た
.め
に
办
す
貯
蓄
'に
0
い
て
は 

右
：の一

一

一

者
共
.に
.同I

^
基

本

：：税

率
.に
於

弋

負

擔

す

名

。
：
し

か

-1
.、
其

株

式

配§
•{
?

:

:對
ず

る

超

過

：所
锝
税
：を

免

れ

弋

居

洛

索

^
其
利
益
：
 

を
感
ぜ
ず
.--
i
ま
_た
趴
:#
稅
^
免
^

さ
る
べ

き
人
^
其
苦
痛
を
感
セ
為
か溶

ぁ
名
'0
:諸
事
®

の
公
^
の
問
題
忆
就
て
社
卜
大
會
社
と 

大
僩
:^
$
渫

と

め

，
此

較

が

泽

漭

が

ク

.

此
；
兩

盏

杖

共
.に
有

用

难

る

貯
»
の
，
瀨

康

を

供

す

名

;?
>
$で
ぁ

咨

か

ち

、

-*
-
-
-此
：
は
：社

看

忙

:̂
っ

允

い

：
づ 

れ
が
刺
益
が
-i
M
ふ
.こ
^
ル
濟
擄
な
も
關
係-'$
:

祷
々
ゃ
'個
^
:̂
管

#
た
る
擗
蓄
^
ぁ
％

ヤ
：は

消

資

金

：が
目
的

#
に
到
德
す

る

凌

で

-に 

は

若

千

P:

時

：0
:-
0
獾
涎
：及

冰

邂

濟
:«
僚

擦

令

坐

ず

：：る

や

傾

凑

亦

ぁ

る

。

$

^

.に
_

金
'が
經

濟

的

俺

業

的

見

滩

：ょ

り
觀
；て
最
も
望
ま 

ん
き
汸
面
.に
向
ふ
こ
と
淑
沐
確«
で
ぁ
る
--
'
0
猶̂
賀
な
る
投
機
.に
浪
«
さ
れ
“或
;»
マ
流
雜
叉
社
外
國.植
民
地
，證
券
に
多
く
集
中
さ
れ 

過
ぎ
る
こ
A
も
ぁ
ら
:̂
。
极
之
、'會
批

が

其

收

益

、の
.一：
部

そ

保

留

ル

て

.册
蓄
そ
衍
ふ
場
泠
に
姑
泚
作
用
凇
圓
搰
單
純
で
あ
る.0
進
歩
的 

‘
邦
財
政
の
必
然
的
動
苘
ビ
累
渔
陳
税
の
鰱
濟
的
作
用
に
.就
て
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I

I

投
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證

繼

|

つ

て

馨

裏

け

る

遍

得

認

r l
I

f

合
し
i

l

l
霧

I

靡

f

i

l

l
ぶ

l

i

l

l

l資
本
に 

f
 

の
I

遍

が

多
I

在
當i

要
'着

^

r 

I
 ノ 

,
 

iる

.
4て

.假
令
S

税
處

本

稅
■率
が
：現
在
.よ
：り

息

.く
と
.も
、
會

装

翁

「

I

せ
レ
，C4
 

"

國

醫

商

產

I

f

利
f

 I

t

所

靈

|

、

璧

■取:.

.
:て、
'此
事
牲
#
社
.

£: 辉

濟
的
地
位
を
.繁
固
に
し
、
..
不
祝
時
に
堪
ぇ
得
る
こ
と
に
貢
献
す
る
で
ば
あ
ら
ぅ
が
、
事
業
の
搬
張
に
は
殆
と
無 

益
で
あ
.ら
ぅ
-0
:'
;
1
'
般
.に
輸
屢
業
貿
易
は
資
本
射
坐
產
設
備_

他
の
不
见
，に.苦
し
；む
の
セ
は
な
く
、ヾ

諸
外.國
の
.購
貿
ヵ
.，
德
耍
の
^
 

'返
.と
、

英

國

に

，
於

て

生

產

#
<0
比
較
的
高
き
.こ
と
に
ょ
っ
'て
苦
し
：む

で

居

る

の

.で
あ
る
。
' 所
得
税
は
.生
產
費
.に
入
る
も
の
'で
な
い
。
■
シ 

.ス
タ
ー
氏(sir Felix 

5泛
|
兵
>
の
沄
ふ「

現
在
に
於
て
は
：*外
國
市
場
に
>
け
る
.競
爭
の
問
題
.に
就
て
.は
逾
か
允
.
«太
な
る
他
の
，諸 

問
題
が
加
は
っ
て
屈{
、
所
得
税
は
比
較
的
に
！

一

微
な
る
問
@
た
る
に
す
ぎ
な
い」

：と
の
說
に
同
意
；す
、る
。9
.
1
4
5
-
1
5
0
.

)

へ

(

3 

‘
W
得
.我
と
株
式
#
社
企
業
の
經
禮
及
び
設
立

V 

.株
式
會
社
't
米
は
，
一
度

設

立

，
せ

ら

^
れ
.ぱ
小
數
の
：經
營
首
腦
部
に
ょ
っ
て
龙
右 

さ

れ

；
る

？

其
®
業
の
利
益
は
^
由
た
る
同
的
が
配
：當
金
で
あ
る
と
精
立
金
で
あ
：る
と
を
問
は
-#
、

.#
秕
取
»
役
の
1
3
1
:
的
は
能
ふ
限
0
多 

く
の
，
收

益

を

擧

げ

る

こ

と

で

あ

る

。

彼

等

は

勿

論

利

益

の

見

込

と

危

險

と

：
を
，比
，較

刺
斷
を
立

.

V

る
亦
、
所
得
税
は
辕
立
金
に
多
額
を
掘 

.向
け
や
ぅ
と
.す
る
.念
を
；増
加
さ
せ
る
と
 
一

K.

ふ
こ
と
を
除
い
セ
は
通
常
彼.等
：の

計

慮

に
^
つ
，
て
來̂
い
。
：'彼
等
は
株
主
：の
負
檐
す
る
配
當 

金
に
餅
す
る
所
得
税
：に
はI

が
.方
5
:し
、
社
内
保
留
の
利
益
忙
就
て
：は
如
何
に
多
額'で.も
同
；1
:0
跋

本

税

率

令

以

：
て
所
得 

.す

.る
の
.で
、
t
e過
所
得
税
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
會
社
經
營
盏
は
其
營
業
成
續
に
利
害
關
係
を
有
す
る
が
、
會
社
金
體
の
利
益
が
經
營 

支
配
#
を
左
右
す
る
事
現.で
あ
っ
て
、
破
等
自
身
の
利
害
は
派
坐
的
で
あ
り
、
.彼
等
の
個
人
所
得
税
義
務
は
一
，
般M
營
方
針
，
全
營
業
成
；
 

續

：
の

考

鏃

，
に

つ

^
て
極
め
_て
:#
々
た
る
.影
響
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
：の
と
考.へ
る
。
：
菩

人
は
，僅

.に
：.ー
；
部

：
の
み 

'影
響
尤
靡
き
を
遛
く
。
事
業
擴
張"の
有
形
的
蕋
礎
即
ち
粮
立
难
備
金
が
租
税
に
ょ
っ
て
害
せ
ら
る
ゝ
m
b會
社
の
m
業
經
營
に
何
等
か 

の
反
作
用
あ
.る
，に
相
§

い
：0

#/]
1

1

:

が
比
較
的
某
礎
鞏
同
な
：れ
ば
危̂

冒̂
す
こ
と
も
容
^
で
：あ'1
)

.

?
ま
た
茈
當
と
さ
れ
：る
.0:

.本
邦
財
政
の
必
然
的
動
向
ミ
累
迎
課
税
の
經
濟
的
作
;|
]
に
.就
て 

六
三

(

i
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本
邦
財f

の
：一

必

然

的

雜

■

鸫

霖

炎

造

摩
 

.，、
四

.

S
四
3)

'意

養

は

露

*
-,
id
霖

に

し
5

裏

S

立
，に
、
楚

i

f
全
職
業
の
^
^
^

墓

、

囊

資

5

!
裏

を

I

f
 

I
主
彥
問
題
.は
I

な

る

'其
所
得
は
1

を
.
：..

受

け

邊
f

こ
i
で
あ
、

遺

の

需

A
、
'駕

人

寒

 ̂

け

1

問

題

|

潜

得

登

：輕
微

1

幾

分

|

管

.

|

1

'

^

'

.
 

-
• 

*
■
:

-

:
:

 

, 

.

.

.
'
■
-
.
 

-

,

.

 -■ 

- .
-■ 

■'
,;
、

■,
.
 

:

.

.

.
• 

'

.

;
:

:■
.
..
 

. 

.

.

. 

.

.

.

.

ぐ

.
-
?
,:
. 
.

.■
-

.

.

.

.

;

■
,'
.
• 

一
'
.
.
: 

' 

: 

• 

■
，
.
 

’

■
.

.

. 

,

.

(

4
し
會
社
'の
：外
國
移
轉
其
他
，
荚f
 

f
す
る
會
社
l

l

l

f
 

i

 

せ
ら
れ
る
'
高
率
の
.所
得
税
^
或
會
f

其
主
た
る
事
黧 

と
は
人
S

る
所
で
.あ
る
。
し
か
し
S

I
局

成
自
原

®
た

-
.得

る

に

す

ぎ

な

い

と

屈

は

れ

一
る
。
會
社

.の
一
外
國
移
轉
を
生
ぜ
し
め
る
.原
因
と
；な
.る
.力
は
.、
.會
社
の
株
式
.が
英
國
に
在

る 

人

が

所

有

す

名

言

に

は

通

常

弱

く

な

る

、
益

し

i

f

f

が
'̂
は

f

l

f

る

m

f

 く
I

さ 

♦

れ

る
か
ら
ヤ
あ
る

:0
斯

る

場

合

に

は

積

彦

へ

の

：影
響
が

_

國
の
.粗

税

戈

の
：業
が
行
は
れ
る
外
國
の
所I

の

麗

義

務

I

つ
て
高
め
I

る
。
1

と
外

f

 

重
い
も
の
力
あ
る..從
て
此
問
題
は
大
部
分
國
傺
的
疆
課
税

.E

根
ざ
し
て
居
‘る
も

の

隹
S
 

る
進
行
に
著
て
重
大
I

障
I

な

し

て

考

、
若
し
合
理
的な
る

裏

緩

和

の

制

1

あ
れ 

杧
有
害
き
も
.

Q

と
登
过
れ
な
いQ

で
あ
る
o (P.

ま
：
.

-

^

j

i

:
l r
l)

' '
.
•所
得
税
と
個
人
企
業

(

及
び
合
名

#
社)

：
.：

：
、：

 

，：

個
人

•合
名

#
社
靡
業
に
ぁ
つ

'て
は
貯
蓄
と
企
業
心
と
が
極
め
，て
密
接.に
結
合
し
て
居
る
か
ら
、'此
兩
者
を
併
せ
考
察
し
て
、
先
づ 

( 1
)
所
得
税
の
有
形
的
影
響
と
次
に( 2

)
命
理
的
影
響
を
考
察
す
る
で
ぁ
ら
ぅ0
. '

：

(1
)
貯
蔷
及
び
企
業
に
歡
す
る
所
得
税0:
有
形
的
歡
響
へ
.
獨
立
營
業
者
に
ぁ
ら
ざ
る

 
一■般
大
衆
の
貯
蓄
及
び
株
式
會
社
に
ょ
る
貯
蓄
に 

對
す
る
所
得
税
の
影
響
に
つ
い
て
は
旣
に
說
明
し
た
o 
.
,:
:

卜

マ
ッ
ケ
ン
’
は
、
蜇
税
の
危
險
な
る
こ
と
は
資
本
を
最
も
有
效
に
使
用
し
得
る
人
ょ
り
多
く
を
藓
ふ
こ
と
に
ぁ
る
、

#

業
成
功
の
原 

則
は
積
立
金
を
備
へ
る
こ
と
で
ぁ
る
が
：|0
:
税
は
此
稹
立
金
の
增
加
を
阻
む
、
と
袞
ふ
。
.：
介
：
業

的

性

質

'に

富

む

も

廣

ぐ

世

人

の

助

を

得 

を
能
は
ざ
る
個
人
事
業
に
關
し
て
は
、
此
主
張
は
特
に
注
意
^
値
す
る
0
.公
積
ー
兀
利
金
と
し
て

.ー_般
公
衆
に
分
配
さ
る
、
所
得
税
收
入 

比
#:
ぐ
產
業
(7
>
用
に
供
娘
ら
れ
る
が
、.む
し
ろ
大
株
1

社̂
に
流
入
す
る
傾
き
が
ぁ
る
。へ
其
資
金
を
無
名
の
個
人
事
業
に
.呼
び
戾
す
こ 

と
は
容
易
で
な
，い0 

.

.

個
人
事
業
は
其
、結
艰
と一し
て

銀

作

家

に

賴

^
•
ざ

る

を

得

ダ

い

こ

と

に

な
る
。

し
か
し
此
點
に
つき
、

大
個
人
企
粱 

.を
有
ず
る
納
税
若
は
典
禀
業
以
外
に
資
產
を
有
し
、
其
人
を
し
て
一
般
投
資
家
及
び
銀
行
家
に
賴
る
こ
と
を
少
な
か
ら
し
め
る
こ
と
に 

.留
意
せ
ね
ば
な
ら
なs
o Board.of .Inland Revenue

、.ひ
亂
査
呔
個
人
事
業
の
所
有
者
、
合
名#
社

の

社

員

ば

通

常

其

財

產

の

.
多
く 

の
部
分
を
自
已
0
事
業
以
外
に
投
資
し
て
居.る
こ
と
を
亲
し
て
鹿
る0
從
て
其
事
業
に
二It
多
ぐ
の
'資
本
を
投
ず
る
こ
と
に
ょ
つ
て
事 

業
の
甚
礎
を
^
0な
ら
し
め
る
こ
i
は
歡
等
CP
な
し
得
る
：所
で.ぁ
：つ‘て
、

」

通

常

、->
韻
符
に
賴
ら
：

g

ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
な
いo
 

本
邦
财
政
の
必
然
的
動
向
ミ
粜
迎
評
稅
の
經
濟
的
作
肌
に
就
て
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政
の

.1
的
動

f
着
課
耽
の
經
濟
的
作
相
に
就
て. 

. 

一
.

.マ
ッ
ケ
シ
ナ
は
、

1

8
に
廣
く
事

s

f
れ
て
居
る
危
險

4

ふ
'
fは
V
む
し

I

在
的
な
る
危

I

指
示
し
て
居
る

I
 

と
I

。
現
行
所
得

I

I
欝

得

雪

層

嘉

f

な
る

|

な
：け
れ
ぱ
|

泛

#
證
の
缺
乏
に
ド
ら

.て
實
際

^
甘
境
に
陷
る

.こ
と

.は
な

'い
で
あ
.ら
ケ

g

蓄
及
び

i

心
I

す
f

得
税
の
心
理
的

I

。
能
力
或
が
觀
の
露
め
た
め
に、

I

I
 

税
の

I

I
す
餘
地

I

こ

矣

I

O

I猛

收

き

■
:
齡
の
減
少
或
は

I

の
節
約
の

.
•い

づ

れ

か
其
一
を
選
ぶ 

ほ
力
は
なS

力
：
其

選

探

逢

.々

な
る
性
質
及
び
事
情
齡
因

 
一.i

fつ
墓
右
さ
れ
る
。.

.蕃
程
度
の

.能
力

'
•命
業

t

存
す
る 

營
I

は
通
常
の
場
合
に

I

の
所
得
税
に
よ
つI

ヵ
增

i

l
に

敏

泛

5

.

.

I
以

下

雪

のt=r

偉
に
つ
い
て
は
現
行
所
得
私
は
明
確.に
營
業
者
©
努
力
によ
.る
生
高
の
墙
加
ぁ
る
も
の
と
考.へ

.る
が

、

、
玉

と

し

て

セ

問

通

は
 

大
所
得
に
つ
い
て
蜇
要
性
が
ぁ
る。

.

^

 

.

'所
得
の
f
 

I
に
與
へ
ら
る
、
純
個
人
的
效
用
は
所
得
の
：增
加
す
る
に
從
て
減
返
し
、
同
時
に
租
税
と
し
て
微
收

さ

る

、

割

合

は

疆

所

得

馨

を

つ

て

決

管

る
i

i
率
5

加
I

者

し

歡

■

裏

と

_

f
を
同
一
.視
I

、
事
f

純
财
人
勺 

立
場
よ
り
見
れ
ば
、

—

假
令
課
f

習

し

ぞ

I

自
I
.收
I

加
の
努
力
翁
す
こ
と
f

少
な
く 

I

f
が
ぁ
ら
ぅ
。 

此
の
傾
向
は
所
得
馨
I

に

よ

つ

墨

さ

れ

る
.

I
ぅ
o
:
:
し

か

し

囊
i

は
.、
■.動
機
の
多
S

檨
I

I

I
な
る 

葉

家

は

.努
力

I

す
こ

I

び
危
檢
^

^

る

I

を
純
個
人
的
見
地
の
み
よI

察
す
る
も
の
で
は
な
い
。
星

の

囊

の
 

言

-共
に
I

と
な
る
傾
き
あ
办
とI

概
に
斷
定
し
得
な
い
。
同
様
に
、.或
人
の
所
得
.の
超
過
部
分
に
例
へ
ば
一
勝
に
つ
き
.十
志

(

續
緩
4
細
I
f過
.

§
f 

_

)

の
所
得
税
は
、
其
表
面
金'額
の
.示
す
税
度
に
多
大
の
有
齊.な
る
篇
^

も
安
全
と

_は
云
へ
な
い

.
0 

.

.

.

.

.

■所
得
税
が
大
事
業
を
抑
應
す
る
重
火
な
る
影
響
あ
る
こ
と
は
多
數
の

S

業
家
代
表
の
意
見
の
一
致
す
る
所
で
；あ
る
。
.
殊
に
危
險
に
對 

す
る
報
酬
の
減
少
に
多
く
諶
き
を
厝
か
れ
て
屉
る
。
し
か
し
ま
た
經
濟
學
密
の
大
多
數
：の

.採
る
見
解
は
、
現
行
稗
度
の.所
得
税
は
作
業
。 

企
.業
心
に
多
大
の
影
響
を
有
す
る
も
の
に
非
ず
と
云
ふ
に
あ
る
。
例
<
ば
レ
ィ
ト
ン
^
爸
目)

は「

大
體
に
於
て
所
得
に
對
す
る
租
税
は 

次
の
理
凼
に
-1
つ
.て
經
濟
的
行
爲
に
影
響
ず
る
も'の
で
.な
い
、
，.：.た
即
ち
"
.價
格
士
坐
產
高
は
收
益
を
生
ぜ
ざ
る
限
界
點
に
.あ
る
坐
產 

费
に
よ
つ
て
決
宛
さ
れ
る
こ
と> 
所
得
税
は
.餘
剩
に
課
せ
ら
る
A
租
矶
で
あ
る
こ
と
、
坐
鹿
は
；競#
生
産
の
場
合
に
收
益
：の
停
止
ず
る 

點
ま
で
ll
m
さ

る

、
こ
と
、
で
，あ

る

」

：
と
：云

ふ

經

濟

理

論

を

|̂
用
，し
て
屈
る
。，
入
は
必
ず
し
：も
經
濟
理
論
に
.從
つ
て
其
通
り
■に
行
動
す
る 

も
の
で
は
な
ぐ
又
自
患5
#も
{元
全
に
行
は
れ
る
も
の
：で
な
い.か
ら
、
此
論
論
は
翁
干
め..
重
要
點
に
0
き
制
眼
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、 

レV

ト
ン
の
結
論
と
1>
て.n

收
益
に
對
す
る
直
接
税
の
襄
課
は
或
裏
業
ね
純
利
渦
を
通
常
一
宛
の
標
準
以

T
に
減
少
せ
し
め
ゐ
こ
と
に 

よ
.つ
て
事
業
を
抑
壓
す
る
若
干
の
輕
微
な
影
響
は
あ
ら
ぅ

」

と
云
4

0

.ン
^

^

'

ン 

貯
蓄
に
關
す
る
間
題
は
企
業
心.に
關
す
る
問
勝
よ
り
も
意
見
の
相
違.が
少
な
い
。_富
裕
な
る
靡
i

の
貯
蓄
は
多
ぐ
自
動
的
の
も
の 

で
あ
つ
て
、'心
理
的
恶
用
の
影
響5:
:受
は
な
.い
0:
で
.あ
る
ァ
11
-
税
あ
.る
に
1
拘
ら
ず
、
做
ほ
#
額
の
資
本
が
：用
途
を
求
め
て
居
り
、
典
結 

^

!し
て
^
業
に
對
ず
る
.多
ぐ
0'
-
.戟
が
れ
4
0

「

:̂
卞
ナ
^
.敎
授
び
耍
求
^
よ
レBbard.ow Inland Revenue .

の
.調
资
作
成
し
/2 

;
表
^
ょ
れ
ば
、■戰
後
の
飧
税
，は
太
所'#
に
，於
£
各
勤
勞
r

Mco
tt
合
吃
も
.'
:所
得
の
■マ

本
邦
財
政
の
^ :
然

.-

5.

動
.1
累
汕
餓
税
ー
の
鈕
澈
獲
相
^
就
ネ
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来
.根
然

晚

動

柯

ミ

漱
.迪
.課
辨
ヴ
經
濟
的
：很
敗
に
政
て
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妻

な

I

f
り
と
は
少
し
も
1

1

1

1

5

。

:̂
'

續
い
て
肇
に
從
事
す
る
こ
.
|
妨
げ
るこ
と
に
な
る
と

云
ふ

見
解
秦
特
す
f

の
が
な
い
と
考
へ
る
。

其
等
の
統
計
資
料
に
照
し 

て
*
富
裕
な
る
8

家
の

_

心
が

'
全
體
と
し
て
、
甚
し
く
多
く害
せ
ら
れ

f

マ
ッ
ケ
ン
ナ
雲
ふ
如
ぐ
、
收
得
す
る
純
利
潤
が
外
國
貿
易
の
困
雛
：と
危
險
を
償
ふ
：に
不
充
分

な

る

た

め

に
、
.輸
出
商
&

し
5
 

頗
る
有
雪
る
影
響
を
與
へ
るI

も
#
へ
ら
れ
る
o
.ま

た
、
.極
め
て
大な
る

危
險
臭
擔
す
る
こ
と
が
重
大
な
る
影
響
裏
け
る
こ 

と

も
あ
り
得
る
か
極
め
て
投
機
的
な.る
秫
類
の
事
業
は
、.例
へ
ば
.金
鑛
山
業
.の
如
き
-
通
常
株
式#
社
に
よ
つ
て
經
營さ

れ

、

個

人 

讓

と

しp

企
て
ら
れ
な3

こ
と
に
S

ず
べ
き
で
i
. 
f

當
豪
個
人
の
通
常
に
負
縛
ナ
る
危
險
を
誇
大.視
す
：
、、へ
き
で
な

いo 

I

、
投

機

的

寒I

始
に
つ5

て
富
豪
個
人
の
行.ふ
仕
事
5

い
て
，
は

相

當S

意
ず
べ
き
.で
あ

る

が
；；

，i

に
よ
.
つ
て
損
害
の 

加

t

る
べ
螽
間
は
全
く
限
ら
れ
てf

 

I

I
は
れ
：る
。
最
後に

、

所

得

税

の
重
課

，に
よ
I

き
で
あ
る
が
、
■
概
し
て
前
述
の
株
式
會
社
の
場
合
に
於
け
る
と
同
一

:

の
事
情
が
驚
さ
れ
f

の
と
考
へ
る
0.(

P
.
158-164)

.ト
‘

：

：

.

以
上
に
述
べ
た
る
絮
進
的
所
得
税
の
經
濟
的

•
社
會
的
作
用

I

す
る
說
明
は
、n

ル
：ゥ
ィ
ン
委
員
會
報
告
書
の
多
數
意
見
の
f

で 

あ
る
。(Report, of 

the 

c

i

i

e
 

o
n 

I

I
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M

l
い
て
其

結
論
の
要
旨 

概
要
を
記
し

.て
居
る
が
、

®
複
を
避
け
る
た
め
に
效
に
は
省
略
す
る
。

.
而
し
て
右
の
#-
裳

の

ほ

カ

把

意
§
遺
產
我
が
ぁ
名
が
、

：

本
稿
に
於
て
.藍

に

長

戈

と

芝

.
た

た

め

所

得

稅

の

作

用

0
.み
を
論

：i
I
!
j

I
I

I

ヤ
る
に
II
;
办
る
o-
三
ヶ
务
に
苴
る
調
新
の
傲
に
‘コ
ル
ダ
イ
ン
委
員
#-
多
败
意
見
の
結
論
ば

「

»
偾
の
背
後
に
#
す
る
戰
費
に
基
く
荷
形
的 

國
富
の
損
失
と
併
せ
見
て.も
、

現
行
和
•税
は
商
業
闲
雛
の
、王
要
原
因
の
一
に
あ
ら
ず

」

と
解
釋
す
る
に
あ
るo

し
か
し
同
委
員
會
小
數
意
見
は
多
數
意
見
ょ
り
も
銳
く
、
累
進
課
税
の
社
會
的
經
濟
的
作
用
の

.無
害
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

(

同
報 

吿
書
三
八
九
頁)

し
か
し
、
茲
に
多
數
意
見
の
み
を
述
べ
た
る
こ
と
は
、
幾
分
微
溫
的
•保
守
的
見
解
を
採
る
者
す
ら
も
、
累
進
課
税 

の
作
用
を
富
渚
に
還
流
す
る
內
國
愦
截
と
併
せ
考
察
し
て
有
害
と
解
釋
せ
ざ
る
こ
と
は
、
今
後
の
.本
邦
財
政
事
情
の
考
察
に
つ
い
て
有 

用
な
る
參
考
資
料
に
な
る
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
。
累
進
課
税
が
社
會
的
•
經
濟
的
作
用
に
於
て
有
害
な
ら
ざ
る
こ
と
明
と
な
れ
ば
漠 

然
た
る
不
安
も
積
極
的
反
對
も
根
摅
の
な
い
こ
と
に
な
る
.。
む
し
ろ
恐
慌
期
に
財
政
政
策
に
ょ
つ
て
物
價
の
引
上
を
期
待
す
な
る
ら
ば
、 

其
統
制
イ
ン
フ
レ
ー
シ3ン
を
實
現
す
ベ
き
制
動
手
段
は
祖
税
政
策
の
ほ
か
な
く
、
累
進
課
税
に
ょ
る
增
税
、
租
税
制
度
構
成
の
一
般
的 

性
質
を
變
M
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

租
税
は
所
得
分
配
の.不
平
等
を
緩
和
す
べ
き
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、

1

曆
不
平
等
を
激 

成
す
べ
き
も
の
で
な
い

」

と
云
ふ
コ
ル
ゥ
ィ
ン
委
員
會
小
數
意
見
は
殊
に
現
在
の
財
政
事
情
に
つ
い
て
重
要
な
る
意
義
が
あ
る
。
し
か
も
、 

制
動
手
段
と
し
て
の
租
税
政
策
は
初
期
イ
ン
フ
レ
ー
シ

"> 

ン
の
過
程
に
於
て
速
か
に
行
は
れ
な
け
れ
ば
、
其
效
艰
を
減
ず
る
の
み
な
ら 

ず
、
其
國
民
は
一
切
の
制
動
手
段
を
失
っ
て
、
超
ィ
ン
フ
レ
ー
シ
»»
ン
の
狀
態
に
ま
で
も
突
き
進
む
必
然
性
が
ぁ
る
。

本
邦
財
政
の
必
狄
：的
動
.：§
>」

粜
逆
課
稅
の
經
濟
的
作
用
に
就
て
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